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『大論理学』・「存在－無－成」論における 

初版と二版との異同について 

 

 

 

黒 崎  剛 

 

 

本誌「ヘーゲル論理学研究」第三号において私は『大論理学』の「始元」の項が初版と

第二版ではどのように違っているのかを調べてみて、テキストの字句の異同の検討という

非理論的作業から意外な大きな理論的収穫を得ました。それは、ヘーゲル研究の定説では、

「ヘーゲルは『精神現象学』を学への導入あるいは序論としては放棄した」ことになって

いるのに（そしてヘーゲル個人の意図としてはそうだったのでしょうが）、『大論理学』の

第二版ではその構想が残されていて、理論的には彼は「学への序論」という「問題」を晩

年の立場からしても不要なものとして捨てることができなかった、ということです。  

今回は、それに味を占めたというわけではありませんが、始元論に続くいわゆる「存在

－無－成」論と呼ばれている部分（ＧＷ版では初版：４３－５８ページ、第二版は６８－

９５ページ）の両版比較をやってみます。こういう煩雑で非理論的な作業をなぜするのか

といえば、前回の始元論の比較と同じく、二種類のテキストに対する態度を確定して、「問

題」を本格的に、理論的に論じるための「環境を作る」ためです。  

ところでこの作業の先行者、寺沢恒信さんはその翻訳『ヘーゲル大論理学１』（以文社、

１９７７年）で、この部分に関しては両版を比較する「付論」を書かず、「訳注」の中でほ

んの数箇所の異同に触れるという態度にとどまっています。このことからも「存在－無－

成」論には取りたてて言わなければならないほどの大きな論旨の変更がなさそうだという

予想がつくところです。では、たいした違いがないのなら、比較しなくてもいいのではな

いか？たしかに、比較することに意義があるのは、比較されるテキストの異同から理論的

な問題が生まれてくればこそでしょう。しかし、見かけ上はそれなりの違いを示す個所が

あるにもかかわらず、実は違いがないとしたら、「どのように違いがないのか」を確認して

おくというのも、「問題を本格的に、理論的に論じるための環境を作る」ためには有益では

ないでしょうか。いざ「存在－無－成」論を論じようとしたときに、二つあるテキストを

どう扱うかに戸惑い、神経を使って、注か何かで指摘していくよりは、一気にこの問題を

始末しておく方が便利であるはずでしょう。  

さて、違いがないといったも、その違いのなさもいくつかのレベルに分けることができ

ます。テキストは「本文」というべき部分と、Ｃ．Werden につけられた計５つの「注釈」

（Anmerkung）に分けられていて、これらの間での両版のテキストの違いをざっと目で追

ってみると、さしあたって次のような大まかなことが分かります。  

１． まず、「本文」の部分（Ａ．【Seyn】．Ｂ．Nichts．Ｃ．Werden，1．Einheit des Seyn 
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und Nichts, 2.Momente des Werdens， 3.Aufheben des Werdens）に関しては、

一見したところ両版の間での字句の異同はそれほど大きくない。  

２． 「注釈」（Anmerkung）に関しては、「Ｃ．成」の「１．存在と無との統一」に付

けられた注釈の内、「注釈４」を除いた部分は、大きな削除、加筆、体裁の変更が

認められる。  

３． 今言った「注釈４」、および「3．成の止揚」への注釈は、文章に若干の手入れ、加

筆がなされている程度である。  

そこで本稿では１に関しては初版のテキストを挙げながらその改変が小規模のもので

あり、論旨を変更させるほどのものでないことを示します（I）。そして２については、そ

の見かけ上の体裁変更が、じっさい論旨に変更を加えるほどのものでないのか否かを検討

していくことにします。まず初版の「注釈１」と二版でのその対応部分（II）、そして二版

の「注釈２」と初版でのその対応部分（III）、さらに初版の「注釈２」と二版の「注釈３」

（IＶ）、初版の「注釈３」と二版でのその対応部分（Ｖ）を比較対照しましょう。そして

３については加筆例を示すだけにとどめておきます（ＶI）。そして最後にそこから出てく

る結論を述べることとします（ＶII）。  

以下で使う記号について説明しておきます。初版の段落番号は  〔  〕 で、二版のそれ

は 【 】 で示し、文章番号（プンクトごと）を  ①、② で表す。テキストは大全集版を用

い、初版の頁付は（1,ﾍﾟｰｼﾞ）で、二版は（2,ﾍﾟｰｼﾞ）で示す。テキストを引用する際には、

原則としてまず初版のテキストを挙げ、二版での加筆を  【 】 内に入れる。また二版で置

きかえられた初版の語･文には、例えば  統一 というように二重線で示しておいて、その後

に置きかえられた語･文をやはり 【 】 で示す。初版にあって二版で削除された部分は、

例えば、なぜかといえば、 というように波線で表示する。〔 〕 内は訳者の補い、下線は

テキストにある強調を表す。なお、引用文に書き込めない変更については、その後で適宜

補足する。ただし有功水準以下と思われる書き換えについては、いちいち指摘しないこと

もあります。  

 

I 

 

  まず「注釈」は除き、両版の「本文」での異同を検討してみましょう。  

 

Ａ．存在  

まず、「第一章・存在」の「Ａ．〔存在〕」の全文は以下の通りです。  

 

 「① 存在、純粋存在、― あらゆるより進んだ規定を欠く〔存在〕。その無規定

的な直接態においては存在は単に自己自身に等しいにすぎず、そしてまた他者に対し

て不等であるのでもなく、自分の内部にもまた外に向かっても〔まだ〕いかなる差異

性をも持っていない。②存在の内で区別をうみだしたり・あるいは存在がそれによっ

て或る他者から区別されたものとして措定されるような或るなんらかの規定または

内容によっては、存在はその純粋性に固持されないであろう。③存在は純粋な無規定
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態であり、空虚である。④ ― ここで直観作用について語ることができるとすれば、

存在のうちで直観されうるものは、何もない〔無である〕。言い替えれば、存在はこ

の純粋で空虚な直観作用そのものにすぎない。⑤同様に存在のうちには思考されるべ

き何ものもない、言い替えれば、存在はやはりこの空虚な思考作用にすぎない。⑤存

在というこの無規定な直接的なものは実は無であり、無以上でも無以下でもない。」（1，

43-44／2，68-69） 

 

ほとんど変化が見られない「本文」の内でも、ここはまったく同一のままですから、本

文を確認だけしておきます。ただし、少し気になることとして、初版でも二版でも「Ａ．」

の後に「存在」というタイトルをヘーゲル自身は書いていないことを記しておきましょう。  

 

Ｂ．無  

  Ｂ．次いで「Ｂ．無」を見てみます。ここには原文で一個所だけ加筆があります。  

 

 「① 無、純粋無。それは自己自身との単一な相等性であり、完全に空虚であるこ

と、規定そして内容が欠如していることであり、自分自身のうちに区別のないことで

ある。② ―ここで直観作用または思考作用に言及することができるとすれば、その

限りにおいて何ものかが直観または思考されるか、それとも無が直観または思考され

る〔何ものも直観または思考されない〕かということは、一つの区別と認められる。

③だから無を直観または思考する〔何ものをも直観または思考しない〕ということは

一つの意味を持っている。【両者は区別されている。だから】われわれの直観作用ま

たは思考作用のうちには無が存在する【現実存在する】。あるいはむしろ、無は空虚

な直観作用と思考作用そのものである。そして、純粋存在と同じ空虚な直観作用また

は思考作用である。④ ―したがって無は〔純粋存在と〕同一の規定である、という

よりもむしろ〔同じ〕没規定態である。したがって一般に純粋な存在がそうであると

ころのものと同じものである。」（1，44／2，69） 

 

初版では③Nichts Anschauen oder Denken hat also eine Bedeutung; Nichts ist in 

unserem Anschauen oder Denken；となっている文に、二版では下線部分（下線は筆者に

よる）のような変更があります。――Nichts Anschauen oder Denken hat also eine 

Bedeutung; beyde werden unterschieden，so ｉｓｔ（existirt）Nichts in unserem 

Anschauen oder Denken； ――「両者」Beyde（「或るものが直観または思考される」と

いうことと「無が直観または思考される〔何ものも直観または思考されない〕」ということ）

が区別される以上、「或るもの」（etwas）と同様に無も「存在する」ということで、ｉｓ

ｔが隔字にして強調されています。  

しかしここで解せないのは、さらに「現実存在する」（existirt）という｢規定された存在｣

に使われるべき存在様式の用語をわざわざカッコにいれて加筆していることです。しかし、

ヘーゲルは別の個所で、しかもこれも二版で加筆されたところですが、こう言っているの

です。――「現実存在をさしあたっては存在と同義だと考えて、現実存在が可能性を補う
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ものだと言うとすれば、その場合には可能性という他の規定が前提されていることになり、

存在はその直接態においては語られておらず、さらに自立的ではないものとして、制約さ

れたものとして語られていることになる。〈現実存在〉という表現は媒介されている存在の

ためにとっておくことにする」（2，80）。――これはいったいどういうことか。純粋無も、

「或るもの」という規定された存在を思考し直観することに対して区別され、無を思考し

直観することも「一つの意味を持つ」から、無も「規定されている」と言っていいのだ、

とでも言うのか。それにしてもすぐ後で「むしろ、無は空虚な直観作用と思考作用そのも

のである」と言っているところをみれば、どうもここで現実存在と言うのは、不適切な加

筆ではないでしょうか。――ともかく、これは要するに初版に対して、｢無｣が直観と思考

の内に存在することを強調したいがための加筆だったと考えられます。  

 

Ｃ．成―１．存在と無との統一  

  「Ｃ．成」の「〔１.〕存在と無との統一」にも加筆が三個所あるが、問題はありません。  

 

「①【だから】純粋な存在と純粋な無とは同じものである。真理が何かと言えば、

それは存在でもなければ無でもなくて、存在が無へ、そして無が存在へと、――移行

するのではなく――移行してしまっているということである。②しかしまた同じくら

い真理は両者が区別されていないことではなくて、【両者は同じものではなく】両者

は絶対的に区別されてはいるが、しかしまたまさに、【分離していないし分離させる

こともできず】各々が直ちに自分の反対の中で消失しているということでもある。③

だから両者の真理態は、一方が他方の中で直ちに消失するというこの運動、すなわち

成である。この運動は、その中で両者は区別されているが、しかしまたまさに自己を

直ちに解消してしまったような区別によって区別されている、そういう運動なのであ

る。」（1，44／2，69-70） 

 

最初の文に also が加えられ、Ｂからの理論的帰結である体裁が整えられたほかは、二個

所に daß sie nicht dasselbe, そして、ungetrennt und untrennbar sind, und という文が

挿入されています。前者はすでに言われた純粋存在と純粋無とが「区別されている」とい

うことを言葉を変えて補強し、後者ははっきり表現されていなかったこの二つの「不可分

性」を明示するために加えられただけで、加筆なしでも誤読することのない所です。  

 

Ｃ．成－２．成の契機  

次いで、４つの長い注釈を挟んだ後に置かれた「２．成の契機」には、段落の統合と、

ところどころに削除、加筆があります。  

 

 「〔1〕【1】①成【、発生と消滅】は存在と無との統一【非分離態】である。存在と

無とを捨象している統一ではない。そうではなく、存在と無との統一として、それは

この〔成として〕規定された統一である。いいかえれば、この統一の中には存在も無
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も存在しているのである。②しかし存在と無とは、それぞれが自分の他者との統一の

うちにある【分離できない】ことによって、それぞれが存在するのではない。③だか

らそれらはこの統一のうちに存在するが、しかし消失するものとして、ただ揚棄され

たものとしてしか存在しないのである。  

 〔2〕①存在と無とは存在的でないものとして存在する。いいかえれば契機である。

②――表象に対してそれらはさしあたり、それらの各々が対自的に他方から自立して

いるようなものとして、自己をあらわす。そしてそれらはこのように分離されている

ときにしか存在と無ではないのである。③しかしこの両方が同じものであることによ

って、それらは【それらのさしあたっては表象されていた】自立態から契機へと落ち

込むことになる。というのは、それらは一般にはさしあたりまだ区別されたものと見

なされるが、しかし同時に揚棄されたものと見なされるからである。  

 〔3〕【2】①存在と無とは一つのもののうちにあると同時に、この一つのものの中

で区別されている。しかしそのために、同時にそれぞれが、その区別態のうちにあり

ながら他方との統一なのである。【存在と無とはこうした区別態に従って理解される

ならば、各々が他方との統一としてありながら、区別態のうちにあることになる。】

②だから成はそのような二つの統一を含んでいる。おのおのの統一が存在と無との統

一である。だが一方は無への関係としての存在であり、他方は【直接的なものとして

の、そして】存在への関係としての無である。〔存在と無という〕これら二つの規定

はこの二つの統一のうちでは等しくない価値を持っている。  

 〔4〕【3】成はこのようにして二重の規定のうちにある。【一方の規定においては無

が直接的なものとしてある。つまりこちらの規定は】無から始まり、自己を存在へと

関係づける、つまり存在へと移行する〔ところのものとしての規定と〕、【もう一つの

規定においては存在が直接的なものとしてある。つまりこちらの規定は】存在から始

まり、無へと移行する〔ものとしての規定として〕。―すなわち発生と消滅として。  

 〔5〕【4】①【両規定とも同じもの、すなわち成であり、そしてまた】だがこのよ

うに区別されたこの二つの方向【として、両規定】は、相互に滲透し合い、相殺され

合う。②一方の方向は消滅である。存在は無へと移行する。しかし無も同じくらい自

分自身の反対であり、むしろ存在へと移行する運動、すなわち発生である。③この発

生がもう一つの方向である。無は存在へと移行する。しかし存在も同じくらい自己自

身を揚棄するのであり、むしろ無へと移行する運動、すなわち消滅である。  

  〔6〕したがって発生と消滅とは異なった成ではなく、直接的に一にして同である。

すなわち、両者は相互に揚棄し合うのでもなく、また一方が外的に他方を揚棄するの

でもない。むしろそれぞれが自己自身に即して自己を揚棄するのであって、それ自身

のもとで自分の反対なのである。」（1，56-57／2，92-93） 

 

いくつか気になることを挙げておきましょう。「①成は存在と無との統一である」の「統

一」Einheit が「非分離態」Ungetrenntheit と書き換えられている。そして〔1〕②でも

「それぞれが自分の他者との統一のうちにあることによって」が「それぞれが自分の他者

と分離できない ungetrennt von ことによって」と変えられている。「統一」という言葉を

嫌って、「分離されない」という表現に変えたかとも思われるが、一般的にそうなのではな
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い証拠には、その後〔1〕に４回出てくる「統一」は二版でもそのままです。  

寺沢さんはその訳書『大論理学１』の訳注でこれについては以下のように言っています。

――「これは〈統一〉という表現には、統一される二つの項の自立性を否定する統一・す

なわち〈否定的統一〉と、二つの項をそのまま存立させておく統一とがあり、ここで成が

統一であるというのはすぐあとで述べているように〈その中に存在も無も存在している統

一である〉…ので、ただ統一ということによって〈否定的統一〉と介される可能性をさけ

るために B 版で〈不可分態〉〔Ungetrenntheit〕と言いなおしたものと考えられる」（寺沢、

同書 387-388）。 

この意見は存在と無はまだ直接的統一であるから「否定的統一」ではないという意味で

はそのとおりでしょう。しかし寺沢氏のいう通りだと、「存在と無との統一」は、存在と無

というの契機が「そのまま存立」している＝「存在している」＝自立性を持っている統一、

すなわちいわゆる「肯定的統一」であるかのようになってしまいますが、ここでヘーゲル

がそういう肯定的統一のことを言っているのではないことは（寺沢氏もそれは誤解してい

ないと思うが）②でただちに「存在するのではない」と言っていることからも明らかです。

つまり、ここでは存在も無も、「存在するとともに存在しない」＝区別された統一の「契機」

として存在しているが、契機であるから「揚棄されている」のであって自立しているので

はない、ということ、すなわちまさに「分離できない」ungetrennt だと言っているのです。

実は二版でのこの書き換えの意図は、別の所でヘーゲル自身によってはっきりと説明され

ています。  

 

「ここで〈統一〉といういわば不幸な言葉について特に述べておかなければならない。

〈統一〉という言葉は〈同一性〉以上に主観的な反省の特徴を表している。それはと

りわけ比較、すなわち外的な反省から生じてくる関係と受け取られている。比較とい

う外的反省は二つの異なった対象の中に同一のものを発見するが、その限りにおいて

そこにある統一は次のようなものである。すなわちそこでは比較される諸対象そのも

のがこの統一に対して完全に無関心であるという事態が前提されており、そのために

この比較と統一は対象そのものには関わりがなく、対象に外的な行いであり、規定づ

けであるという統一である。だからこういった統一が言い表しているのは、まったく

抽象的な同じさかげん〔Dieselbigkeit〕なのであって、統一が語られる当の対象がま

ったく区別されて示されれば示されるほど、それだけいっそう統一は頑固で奇妙なも

の に 聞 こ え る こ と に な る 。 だ か ら そ の 限 り 統 一 と い う 代 わ り に 非 分 離 態

〔Ungetrenntheit〕とか不可分離性〔Untrennbarkeit〕とか言っておくにとどめる

ほうがましであろう。しかしそうした言い方では全体の関係という肯定的なもの

〔Affirmative〕が表現されていない。」（2，78-79） 

 

これは二版で加筆された文章ですから、ヘーゲルはこういう考えで先の書き換えをやっ

たわけです。つまりヘーゲルが統一という言葉が主観による対象の外からの比較行為であ

る「外的統一」として受取られることを警戒したのです。たしかにこの書き換えによって

「成」が存在と無との「分離できない」という性格に即して立てられた統一であることが

明示されており、初版のように「統一」を多用して言い立てるよりも、分かりやすい叙述
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となっています。だからこの書き換えは、それによって論旨が変わることはないとはいえ、

或る程度叙述を精緻にしたと評価することができましょう。  

また、ついでに言えば、二版で加筆された叙述の中には、次のようもあります。  

 

「成は存在と無とのこういう内在的総合である。けれども、総合というのは、互い

に外的に現存しているものの外的な寄せ集めという意味も同然であるから、総合とか、

総合的統一という名称をまさしく使わないことにする。」（2，83） 

 

  我々がヘーゲルの立場を説明するときに多用する「統一」だとか「総合」だとかいう言

葉を、晩年のヘーゲルは自覚的に避けており、旧著の改定の機会があれば、その考えを実

行していたのが分かります。少し気に留めておくべきことかもしれません。  

さて、さらに書き換えられたところを見ていくと、二版では〔2〕から①②そして③「し

かしこの両方が同じものであることによって」までが削除されています。そこは「存在と

無とが契機である」というすでに述べられたことと、「表象に対して」という説明的な叙述

です。あればあったで分かりやすくなる叙述ですが、他のところでも繰り返されることで

すから、「くどい」と感じたのでしょう。それ以下の文が形を整えられて「この両者〔存在

と無〕はそれらのさしあたっては表象された自立性から」と初版から「表象」の立場の名

残をとどめつつ加筆された上で、〔1〕③の後に直接つながれ一つの段落にされて、二版の

【1】にされています。  

〔3〕は①の文が論旨は同じ文に書き換えられた上で、他に３個所で補足的な加筆がさ

れて【2】にされています。  

〔4〕での加筆も多分に消滅と発生のそれぞれの出発点である無と存在を「直接的なも

の」と明示しただけで、【3】に対応します。  

〔5〕①にはわずかに加筆され、〔6〕から冒頭の一分が除かれて、〔5〕〔6〕が統合され、

【4】となりました。削除された理由を考えると、二つの成、発生と消滅の方向性の違い

を述べ、それらの相互移行を述べた段階まで進んだ後で、改めてそれらがやはり直接的に

一つであると表現するのは、叙述が後戻りしたかのような印象を与えるのは否めない、そ

んなところにあるのかと思われます。  

 

Ｃ．成－３．成の揚棄  

「３．成の揚棄」では、初版から一個所削除された文があり、加筆は二個所にあります

が、文意はほとんど変わりません。  

 

 「〔1〕【1】①生成と消滅とがその中におかれている均衡は、さしあたり成そのもの

である。②しかし、成はまた合して静止した統一になる。③存在と無とは成の中では

消失するものとしてしかない。だが成そのものは両者が区別されていることによって

しかない。④したがって両者が消失する運動は成が消失する運動である。言いかえれ

ば、消失する運動そのものが消失する運動である。⑤だから、成は支えを欠いた不静

止であり、この不静止は一つの静止した成果へと沈み込むのである。  
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 〔2〕【2】①このことは次のように言い表してもいいだろう。すなわち、成は存在

から無への、また無から存在への消失運動であり、また存在と無一般の消失運動であ

る。しかし成は同時に両者の区別に基づいている。②したがって成は自己自身のうち

で自己に矛盾している。なぜなら、成は自己に対立させられているもの〔存在と無と

の区別〕を自己のうちで合一しているからである。だがそのような合一は自己を破壊

する。  

 〔3〕【3】①この〔破壊の〕成果は消失してしまっていることであるが、しかし無

としてではない。無として消失してしまっているならば、それはただすでに揚棄され

てしまった両規定のうちの一方への逆戻りであるにすぎない。【無と存在の成果では

ないのである。】②そうではなくてこの成果は、存在と無との統一が静止した単一態

になったものである。【③しかし静止した統一とは存在である。けれどもまた、もは

や自立的ではなく、全体の規定としての存在である。】  

 〔4〕【4】①成そのものにおいては存在も無も、それぞれが同じ仕方で、むしろ自

分自身の無としてのみある。②成は消失運動としての統一である。言いかえれば、無

という規定における統一である。③だがこの無とは存在への本質的な移行運動であり、

したがって【こうして】成は存在と無の統一への移行運動である。そして、この統一

は存在的なものとしてある。言いかえれば、これらの二契機の直接的統一という形態

をもっている。〔すなわちこれが〕定在〔である〕。」（1，57／2，93-94） 

 

削除された文で言われているのは、〔1〕〔2〕で述べたことのくり返しです。初版では最

後の段落でこれまでの経過を繰り返して確認し、まとめとするつもりだったのかもしれな

い。しかしすでに〔3〕で成果としての「静止した単一態」を出しているのに、ここで過

程を繰り返すことは議論の流れをかえって断ち切ってしまうと思ったのでしょう。そこで

二版では成が肯定的な存在に移行するという論旨を述べる役割をになう段落として〔3〕

をはっきり位置づけ、①に「存在」を強調した加筆、そして③の文を加えて、成の存在へ

の移行の論旨を完成させ、〔4〕では結論だけをずばり述べるという構成にしたものだと考

えられます。  

ただし、削除された文で、成を「無という規定における統一」だと言っているのは、気

になるところです。成の全体が無の契機に当てられるとすれば、ヘーゲル論理学全体の原

理が「存在」であるよりも（存在の原理は「規定された存在」、定在以下に当てられること

になるでしょう）むしろ「無」であるということになってしまうからです。この削除され

た一語は、評価のしようによってはやっかな議論をひきおこすかもしれません。  

 

II 

 

以上、本文での両版の違いを神経質になって見てみましたが、理論的問題を引き起こす

ような変更はありませんでした。本文に変更がない以上、それを説明する「注釈」の部分

にも理論的問題があるとは考えにくいですから、これから注釈における両版の比較では、

細かい加筆や削除についてはなるべく触れず、目立った変更が或るところだけを重点的に

見ていくことにします。  
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しかし、「存在と無との統一」につけられた４つの注釈には、「注釈４」を除き、それな

りに大きな改変が見受けられます。そこで見通しをよくするために、それらがどう変わっ

ているかを次ページのように表にしてみました。  

 

 

「Ｃ．成、１」の｢注釈｣部分の初版／二版段落対照表  

 

 

 初版                    二版                     初版                    二版 

注釈１   〔1〕 ≒ 【1】  注釈１                  注釈２   ×     【1】  注釈３  

     〔2〕 ≒ 【2】                                  ×     【2】 

       〔3〕 ≒ 【3】＋                              〔1〕 ≒ 【3】①～⑤ 

       〔4〕 ≒ 【4】＋＋                       ①～⑧〔2〕 ≒ 【3】⑥～⑫ 

       〔5〕 ≒ 【5】                                  ×     【4】 

    －〔6〕 ≒ 【6】前半                              ×     【5】 

       －〔7〕 ≒ 【6】後半                               ×     【6】 

       〔8〕 ≒ 【7】                                  ×     【7】 

      －〔9〕 ≒ 【8】＋                                 ×     【8】 

     －〔10〕≒ 【9】＋                                  ×     【9】  

      〔11〕→【10】＋                         ⑨～⑪〔2〕 ≒ 【10】 

       ×    【11】                               〔3〕〔4〕→【11】 

       ×    【12】                                  〔5〕     × 

           ――――                                       〔6〕     × 

         〔12〕≒ 【1】  注釈２                          〔7〕     × 

     －〔13〕≒ 【2】                                  〔8〕     × 

          ×     【3】                                  〔9〕     × 

         〔14〕≒ 【4】・【5】                             〔10〕    ×  

         〔15〕≒ 【6】＋                                〔11〕    × 

                                                            ×     【12】 

           ―――――                                        ×     【13】  

                                                         〔12〕≒ 【14】 

注釈４   〔1〕 ≒ 【1】  注釈４                          〔13〕≒ 【15】 

         〔2〕 ≒ 【2】                                  〔14〕→ 【16】 

         〔3〕 ≒ 【3】                                  

         〔4〕 ≒ 【4】                                    ―――――  

         〔5〕 ≒ 【5】                                     

         〔6〕 ≒ 【6】                    注釈３  〔1〕～〔5〕→ 【17】 

 

 

 ≒ は文章上大体一致しているか、「同じ内容」と見なせる程度の改変であることを示す  
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 → は対応する段落だが、大きく書き変えられていることを示す  

 × は対応する段落がないことを示す  

 ＋ は加筆分が多い段落を示す  

 － は削除分が多い段落を示す  

この表からも分かる通り、まず初版の「注釈１」は二版では二つに分割されて「注釈１」

および「注釈２」となっています。そして初版の「注釈２」は二版の「注釈３」に対応す

るのですが、初版にあった叙述が大幅に削除され、あらたに大量の文が加筆されているこ

とが分かります。二版にはところどころに初版にあった文章がバラバラにされてちりばめ

られているということもありますが、やはり叙述がまったく変わってしまっているという

印象を受けるところです。  

ここではまず初版の「注釈１」≒  二版の「注釈１」を取り上げることとしましょう。  

 

〔1〕～〔7〕／【1】～【6】― 純粋存在と純粋無は規定された存在と無とはちがうこと  

  〔1〕（≒ 【1】）ではまず｢無｣の意味が確認されます。ヘーゲルがここでは、「無」は「或

るもの」に対する無ではないし、また「無」よりも｢非存在｣（Nichtsein）と言うのが適当

ではないかと思われるかもしれないが、｢非存在｣という言葉は「存在」への関係を含んで

しまっているから、「無」ではない、と言います。〔1〕からの２個所の削除、【1】での３

個所の加筆はこのことを強調するためのものです。それをよく表している末尾の加筆を挙

げておきます。――「けれどもさしあたって取り扱われているのは〔｢非存在｣という言葉

で表現されているような〕対立の形式、すなわち同時に関係の形式なのではなくて、抽象

的で直接的な否定、純粋に対自的な無、関係を欠いた否認であり、―  それはそう言いたけ

れば、単なる否（Nicht）によっても表現できるものなのである。」（2，70） 

〔2〕（≒【2】）では「純粋存在」の思想家パルメニデスと「成」の思想家ヘラクレイト

スに言及されます。【2】での加筆は、二人の間に割り込まされたこの一文「東洋の諸体系、

本質的には仏教においてはよく知られているように、無、すなわち空が絶対的な原理であ

る」（2，70）。ヘーゲルも存在の原理＝西洋的、無の原理＝東洋的という図式を持ってい

たということがよく分かって、なかなか面白い。  

〔3〕（≒【3】）では、「無からは何も生じない」というギリシャの原理に反対して、キ

リスト教の「無からの創造」が「成」の概念に結び付けられています（①  ～④）。【3】で

はさらにこの後に「無」の立場を否定する発言が三文加筆されました。――「⑤  〈無から

は何ものも生成せず、無はまさしく無である〉という命題は、成一般に対して反対するこ

とに、したがって世界の無からの創造に対して反対することにその本来の重要さがある。

⑥〈無はまさしく無である〉という命題を主張し、しかもそれを躍起になって言い立てて

いるものたちは、自分達がそれによってエレア派の抽象的な汎神論に、事柄に即してみれ

ばスピノザのそれに賛同しているということについての意識が欠けている。⑦〈存在はあ

くまでも存在であり無はあくまでも無である〉ということを原理と見なす哲学上の見解は、

同一哲学という名を与えるにふさわしい。こうした抽象的な同一性が汎神論の本質なので

ある」（2，71）。 

〔4〕（≒【4】）は存在と無との統一が今後すべての論理規定の基礎になることと、それ
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を理解できないであろう悟性に対する注意とが述べられています。ここには分量は倍にな

るほどの加筆がありますが、〔4〕の文はその中にほとんど全部残されており、読んでもら

えれば分かる通り、加筆もその地の文を補足する以上の意味を持っていません。  

 

 「〔4〕【4】①存在と無が同一であるという結論が【それだけでは】奇妙にまた逆説

的に思われるにしても、このことにそれ以上注意を払うべきではない。むしろそうい

ったことを怪しむことこそが怪しまれるべきであろう。こういったことを怪しむとい

うことはごく最近になって哲学上で見られるようになったのであって、それはこの学

の上では通常の意識やいわゆる常識の場合とは全く違った諸見解【諸規定】が現れる

ものだということを忘れているのである。【常識〔健全なる悟性〕というものはけっ

して健全なものではなく、諸々の抽象と信仰、あるいは諸抽象に対する迷信の上に立

てられた悟性に過ぎないのである。】②存在と無とのこういう統一を指摘することは、

どんな実例の中であっても、どんな現実的なものまたは思想のなかであっても難しい

ことではないだろう。【③先に直接態と媒介態について（媒介態の方は相互関係を含

み、したがって否定を含む）言われたのと同じことが、存在と無について言われなけ

ればならない。すなわち〈天においても地にあっても、存在と無の両方を自己の内に

含まないようなものはどこにもない〉。④もちろんこの場合にはなんらかの或るもの

と現実的なものが語られているわけだから、そこではその二規定〔存在と無〕はもは

や、それらがそこにおいては存在と無であるような完全な非真理のかたちで現存して

いるわけではなく、もっと進んだ規定において捉えられ、また例えば肯定的なものと

か否定的なものと捉えられる。前者は措定され、反省された存在であり、後者は措定

され、反省された無である。しかし肯定的なものと否定的なものは、前者は存在を、

後者は無をその抽象的な基礎として含んでいる。⑤  ― だから神そのものの中では質、

活動性、創造、威力などは否定的なものの規定を本質的に含んでいるのであり、これ

らのものは他者が現れでることなのである。】〔4〕③／【4】⑥だが同時にこうした主

張を【例を挙げて】経験的に解明することはここでは全く余計なものであろう。④／

⑦今を限りとして【最初の真理としての存在と無との】この統一は根底に横たわり、

全ての後続のものの境位をなすわけであるから、成そのものばかりでなく、これ以降

のすべての論理的諸規定、すなわち定在、質、一般に哲学の全ての概念がこの統一の

実例なのである。【⑧けれども、普通のあるいは健全な人間悟性〔常識〕を自称する

ものたちが好んで指摘しようとするのは、常識が存在と無の非分離性を投げ捨ててい

る以上、一つのものと他のものと（限界、制限によって分かたれた或るもの、あるい

はいま言われたような、活動性から分かたれた無限なもの、神）が分かれて見いださ

れるような例を見つけだすことである。⑨このようなもろもろの分離されたものは、

空虚な思想物、存在と無、そのものにすぎず、それらは我々の面前いたるところにあ

る真理、両者の不可分性よりも好まれているものなのである。】」（1，45-46／2，71-72） 

 

〔5〕（≒【5】）では、「存在と無」という｢純粋に抽象的なもの｣だけをここでは問題に

しなければいけないのに、「通常の意識」は「具体的な或るもの」についての表象を持ち込

んで混乱するという指摘であり、以下のカント批判の前触れをなす段落です。ここにも加
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筆がありますが、これも補足的なものであるから、紹介はしないことにします。  

〔6〕では「純粋存在と純粋無との同一」と「規定された存在と規定された無との同一」

は混同されてはならないことが指摘され、〔7〕では「或るもの」にとっては存在と無とが

一緒にされることはできないが、それは或るものが持つ規定態のせいだということが述べ

られています。〔6〕と〔7〕のそれぞれからはかなりの量が削除され、二版で若干の加筆

の上ひとまとめにされて、【6】にされています。【6】を挙げてみましょう。  

 

 「【6】①〈存在と非存在は同じものだ。だから、私が存在しようが存在しまいが、

この家が存在しようがしまいが、この百ターレルが私の財産状態の中に存在しようが

存在しまいが、同じだ。〉② ―このような推論、いいかえればこの命題の適用は、こ

の〔存在と無とは同一であるという〕命題の意味を完全に変えてしまっている。③こ

の命題は存在と無という純粋に抽象的なものを含んでいる。ところが適用はそれから

規定された存在と規定された無とを作り出す。④しかしながら、すでに述べたように、

ここで問題になっているのは規定された存在ではない。⑤或る規定された存在、すな

わち有限な存在は、他者に関係している存在である。他の内容と、全世界と必然的な

関係を結んでいるのは、一つの内容である。⑥全体の相互に規定しあっている連関を

考慮して、形而上学は、一片の地理でさえも徹底的に破壊されるならば、全宇宙は崩

壊するであろうという－根本的には同語反復的な－主張をすることができた。／⑦こ

こで話題にされている次元においては、或るものにとって、それが存在するか存在し

ないかがどうでもよいことではないと思われるのは、〔この或るものの〕存在または

非存在のせいではなく、その或るものの規定態のせいであり、それが他のあるものと

連関しているその内容のせいである。⑧或る一定の内容、なんらかの或る一定の定在

が前提されるならば、この定在は、それが規定されたものであるが故に、他の内容と

の多様な関係のうちにある。この定在にとっては、それが関係している或る他の内容

が存在するかしないかは、どうでもよいことではない。というのも、そのような関係

によってのみ、本質的にその内容はそれがあるところのものであるのだから。⑨（我々

が非存在を現実に対する表象作用といういっそう限定された意味で捉える場合には）

同じことが表象作用における場合にも成り立つ。表象作用の連関内では、規定された

ものとしての他の内容と関係の中で表象される或る内容が存在するか不在かという

ことは、どうでもよいことではない。」（2，72-73） 

 

細かい加筆を除くと、⑥の後（／のところ）にあった以下の文が削除されているのが大

きな違いです。それは  

 

「⑦けれども、或る一定の内容から他の内容とそれとの連関が取り去られ、その内

容だけが孤立させられて表象されるならば、その内容の〔もっていた〕必然性は廃さ

れてしまう。そして、この孤立させられた物、この孤立されられた人間が現実存在し

ようがしまいが、どうでもよいことになる。⑧あるいはまた、この全体的連関がひと

くくりにされてしまう時には、他者へと関係している規定された定在もまた消滅する。

というのは〔その場合には〕宇宙にとってはもはやいかなる他者も存在しないことに
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なり、こうして宇宙が存在しようがしまいが、何の区別もないことになるからであ

る。」（1，46） 

 

この文を読んでみると、⑦の内容は【6】⑧（≒〔7〕②）と重複しているし、⑧が舌足

らずな感じで分かりにくい。そのあたりが削除の理由でしょうか。これを除いた後、初版

では〔7〕①になりますが、これが二版では【6】⑦とされて以下に続く。そして⑨の後に

は初版〔7〕では次の文で締めくくられています。――「というのは、一般に実在的区別

はもっぱら規定態においてようやく始まるからである。すなわち無規定的な存在と無は実

在的区別をまだそのもとに持っておらず、ただ私念された区別を持っているに過ぎないか

らである」（1，47）。この削除された文と似た内容は、【8】の加筆分に再登場します。い

ずれにせよ、この改変によってテーマが一つの段落で絞られて、多少洗練された程度で、

読む側にとっては大きな違いがあるとも思えません。削除された文もそれなりに理解に資

するものがあります。  

 

〔8〕～〔10〕／【7】～【9】―「カントの百ターレル」に対する反論  

〔8〕（≒【7】）から、混同の例として「カントの百ターレル」の現実存在の議論が取り

上げられます。（カントの言う現実存在 Existenz は存在 Seyn と同義だということがこの

段落の③で加筆にあります。）初版では冒頭に「①この考察は、神の定在の存在論的証明に

対するカントの批判の主たる契機を為しているものを含んでいる。ついでに言えば、この

批判は概念と現実存在との対立のところではじめてもっと詳しく考察されることができ

る」（1，47）と言いますが、二版では「ついでに言えば」以下が「けれどもこれについて

はここではもっぱらこの考察の中に現れている存在と無一般と、そして規定された存在あ

るいは非存在との区別に関して検討するだけにする」と変えられているほかは違いがあり

ません。  

〔9〕（≒【8】）では、中頃の部分がごっそり入れ替えられています。その入れ替え部分

を除いて二版での小改変は示しながら〔9〕を引用してみましょう。  

 

 「①引き続きカントの【混乱した鈍重とも言えるような】表現を借りるならば、こ

こには二種類の状態が前提されている。その一つはカントが概念と呼んでいる状態で

あって、この概念とは表象のことだと解されなければならない。そしてもう一つの状

態は財産状態である。②【財産と表象という】どちらの状態にとっても百ターレルは

一つのより進んだ内容規定である。あるいは、カントが自ら表現しているところでは、

これら二つの状態は〔百ターレルという内容規定に〕総合的に付け加わるのである。

そして私が百ターレルの所有者であるか所有者でないかということ、あるいはまた私

が百ターレルを表象しているか表象していないかということも、異なった内容である。

／③一方では、私がこの百ターレルをただ表象しているだけなのか、それとも所有し

ているのかということ、したがって百ターレルが前者の状態にあるのか、それとも後

者の状態にあるのかということは、一つの区別である。なぜなら先に私はこれら二つ

の状態を異なった〔内容〕規定として前提したのだからである。④他方では、これら
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の状態のおのおのを別々に捉えるならば、これらの状態はそれ自身の内部で一つの特

殊な内容規定であり、この内容規定は他の内容規定と関係しあっており、そしてこの

内容規定が消失するということは、単なる〔この内容規定の〕非存在ではなくて、一

つの他在〔別の内容規定〕をつくりだすのである。⑤【だから】私が百ターレルを持

っているのかそれとも持っていないのかという区別を我々がただ存在と非存在とだ

けに延ばすのは、一つのまやかしである。／⑥【先に述べたように】このまやかしは

一画的な抽象に基づいている。すなわちこのような実例のうちには常に現存している

規定された定在を取り去って、ただ存在と非存在だけに固執するという抽象にである。

【それはまた逆に、把握されるべき抽象的な存在と無を規定された存在と無に、すな

わち定在に変えてしまうのである。】⑦先に指摘したように、定在〔の領域〕が存在

と非存在との実在的な区別、【すなわち】或るものと他のもの〔の領域〕である。⑧

〔ところが、前述のようなまやかしをやる人にとっては〕あるものと他のものとのこ

の実在的区別が、純粋【抽象的】存在と純粋無との代わりに、【そして両者の単に私

念されたにすぎない区別の代わりに、】表象の前にちらついてるのである。」（1，47-48） 

 

二版では③以下、／までが次のような文で置きかえられています。  

 

  「③より普遍的に解すれば、こうなる。存在と無という抽象態は、規定された内容

を持つことによって、抽象態ではなくなる。その場合には存在の方は実在態、百ター

レルという規定された存在であるが、無の方は否定、百ターレルの規定された非存在

である。④この内容規定そのもの、百ターレルもまた、抽象的に理解されれば、その

一方においても他方があるところのものと同じである。⑤しかしさらに進んで、存在

が財産状態ととられるならば、百ターレルは或る状態と関係することになり、財産状

態にとって百ターレルがあるというような規定態は、どうでもよいことではない。百

ターレルが存在するか非存在であるかは、変化にほかならない。百ターレルはすでに

定在の領域に移し置かれているのである。⑥したがって、存在と無との統一に反対し

て、あれやこれ（百ターレル）があるかないかはやはりどうでもいいことではないと

性急に主張されるならば、それはまやかしである。つまり、私が百ターレルを持つの

か持たないのかという区別を単なる存在と非存在にずらしているのである〔以下初版

の⑥に続く〕。」（2，74-75） 

 

まずはじめの共通部分では、「財産状態」と「表象」という二つの「状態」が設定され、

これらの状態の中では百ターレルの有無は違った内容だということが確認されます。そし

て初版ではその後にひどく分かりにくい説明が続きます。つまり、「一方では」「表象」と

「所有」が区別され、「他方では」これらの内容が特殊な内容規定で、他の内容規定と関わ

り、この内容規定が消失することは他の内容規定をつくりだすというのです。「百ターレル

を持っている」という内容規定がなくなれば「百ターレルを持っていない」という「他在」

をつくりだすということでしょうか。それにしても言いたいことがはっきりしません。い

ったい表象と所有の区別を述べるのがどんな意味があったのかも明らかされていません。  

しかし二版での説明はかなり明瞭になっていて、百ターレルという規定された内容が与
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えられればそれは或る特定の財産状態に関わるのであり、百ターレルが存在するかしない

かはどうでもいいことではなくなるのだということが言いたいのが分かります。こちらを

見てしまうと、初版での説明がいかにも意味不明なものに映ります。これは改変によって

意味が通じるようになったいい例だと言えましょう。  

なお蛇足ですが、二版には「百ターレルが存在するか非存在であるかは、変化にほかな

らない」という文があります。定在の領域に入れば、存在は「変化」（Veränderung）にさ

らされるわけですが、「変化」がゲシュペルトになっているところを見ると、ヘーゲルはこ

こでは「変化」を「カテゴリー」と見なしているようです。ところが二版では、初版の定

在論にはたしかにあった「変化」というカテゴリーは削られてしまっているのです。いっ

たいどういうことなのか。この段階ではヘーゲルは定在論を改定しても「変化」というカ

テゴリーを残すつもりであったのか、不可解なところです。  

〔10〕（≒【9】）はカントの言う百ターレルとは「孤立させられて表象された百ターレ

ル」であって、抽象的な自己同一性という形式を与えられているが、これは不当だと言う

段落です。大体において両版で一致していますが、大きな違いは最後の一文が置きかえら

れたことです。初版の文は、  

 

「けれども、もし百ターレルが真に規定されたもの、また他のものに関係している

ものと見なされ、このような規定された内容には属しないところの・自己への単一な

関係という形式がこれから取り除かれるならば、百ターレルはもはや定在と非定在に

対して無関心ではなくなる。むしろ百ターレルはそこでは定在と非定在との区別がた

しかにそのような〔純粋な〕区別としてではなく、或るものと他のものとの〔実在的

な〕区別として認められているような領域へと入り込むのである」（1，48）。 

 

これに取って代わった二版の文は、  

 

「けれども百ターレルのここでいわれているような概念は間違った概念である。単

一な自己関係という形式はそのような制限された有限な内容そのものには属さない。

それは主観的な悟性によってこの有限な内容に貸与された形式なのである。百ターレ

ルは自己を自己に関係づけるものではなく、変化し過ぎ去りゆくものなのである」（2，

75）。  

 

ここに書かれているように、初版では百ターレルから「単一な自己関係」という形式が除

かれれば、それは定在の領域に入るということがくどく言われているだけですが、二版で

はこれが百ターレルという具体的なものにふさわしくない形式だときっぱり述べられてお

り、二版の方が段落全体の趣旨が生きているようです。成功した書き換えだと言えます。  

 

〔11〕／【10】～【12】― 二版での「注釈１」のまとめ  

〔11〕（≒【10】）は、「存在」と言うと、すぐに定在だけを思い浮かべ、「純粋存在」の

ことを理解できない人に対して、パルメニデスの原理に帰ることが薦められる一段です。
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【10】ではさらにエレア派の「一者」あるいは「存在」が「思想に関する知の最初のもの」

と称揚される一文が付け加わっています。ここでパルメニデスが再登場したことによって、

議論は一段落します。  

この後初版では「注釈１」がなお４段落続きます。二版でもなお二段続きますが、それ

は注釈をここでいったん打ち切って総括する意味で、新しく書き加えられた二段落です。  

【11】は「特殊的で有限な存在からそのまったく抽象的な普遍性のうちにある存在に後

戻りするということは第一の理論的な要求であると共に、さらにまた実践的要求とも見な

される」という一文で始まり、キリスト教徒たるものはターレルを持とうが持つまいが「ど

うでもよくなるような普遍性へ自己を高めるべきである」という気高い態度の勧めで終わ

ります。まったくこの注釈を終わらせるための蛇足としかいいようのないところです。  

【12】ではこれに対してカントの百ターレルの議論に対するヘーゲルの考えが述べられ

て、きちんとした総括になっています。重要な議論を含んでいますので、全文をあげてお

きましょう。  

 

 「【12】①さらに述べておかなくてはならないことは、百ターレルや有限な物一般

を越えて高まることと、存在論的証明とそれに対する上述のカントの批判との直接的

な結びつきである。②この批判はその通俗的な実例によって一般的に人々を得心させ

た。現実の百ターレルは単なる可能性にすぎない百ターレルとは違うということ、そ

れらが私の財産状態の中では区別されるということを知らない者があろうか。③その

ように百ターレルに関してこういった違いが出てくるからこそ、概念、すなわち空虚

な可能性としての内容規定と存在とが互いに異なるわけである。それだから神の概念

もまたその存在とは異なっており、そして私が百ターレルの可能性からその現実性を

取り出すことができないのと同様に、私は神の概念からその現実存在を「探し出す」

ことはできない。ところが存在論的証明は神の現実存在を神の概念からこのように探

し出すことから成り立っているとされている。④さて、概念と存在とが異なっている

ということがたしかに正しいとすれば、なおさらのこと神は百ターレルやその他の有

限な諸物とは異なっている。⑤有限な物の定義とは、有限な物においては概念と存在

とが異なっており、概念と実在性、霊と体とが分離可能であり、そのためにそれらは

過ぎ去り死すべきであるというところにある。これに対して神の抽象的な定義は、そ

の概念とその存在とが分離されておらず分離することもできない、ということにある。

⑥カテゴリーと理性との真の批判とは、まさにこうした区別についての認識を了解し

てもらい、有限なものの諸規定や諸相関を神に適用することを食い止めることなので

ある。」（2，76-77） 

 

ヘーゲルはカントが「神」という概念をも有限な思考と存在とが区別される世界のレベ

ルで捉えていることを批判し、「神」たるものは概念と存在とが一致しているものだという

反論をしています。この議論はヘーゲル研究者の間でも評判の悪いもので、たしかに少し

考えるとカントの考えの方が合理的であるように思えてくるところです。しかしここでヘ

ーゲルが「神」という名で語っているものは、存在と区別された有限な思考を越える思考

＝いわゆる客観的思考、言いかえれば「思考と存在の同一性」という課題、「学の原理」の
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問題です。カント型の思考が二十世紀哲学で行き詰まっている今日、ここに盛られている

ヘーゲルの「思考」を復権させることは私たちの大きな課題となっています。ヘーゲルの

ここでの反カント論も、他のテキストでの発言と合わせて、いつかきちんとつめてみなけ

ればならないでしょう。  

 

これまでの総括  

  さて、ともかくこうして二版では一つの注釈が完結させられたわけですから、ここで私

たちもいったんこれまでの総括をしてみることにしましょう。  

  まず〔1〕では「無」が純粋無であることが確認され、〔２〕〔3〕では純粋存在と純粋無

についての哲学史上の見解が回顧され、議論が権威づけられました。そして〔4〕では存

在と無の統一がすべての論理規定の基礎であるにもかかわらず、常識的な悟性の立場はこ

れに無理解であり、〔5〕ではそのために通常の意識は「存在と無が同一」などと言われる

と混乱に陥るとされ、〔6〕〔7〕では「純粋存在と無との同一」と「規定された存在と規定

された無との同一」は混同されてはならないことが強調されて、混同の例として〔8〕か

ら〔10〕でカントの「百ターレル」論が検討され、〔11〕で再び古代エレア派の立場が想

起させられます。流れとしては初版も二版もここまではほぼ同じであり、二版ではここで

【11】【12】の総括段落が付され、一つのまとまった注釈に仕上げられました。  

さて、初版ではなお「注釈１」の議論が残っているわけですが、すでに話がかなり長く

なっていますので、これは一息ついて改めてのべてみることにします。  

 

III 

 

初版「注釈１」から独立させられた二版の「注釈２」  

さて、すでに述べたように初版の「注釈１」〔12〕～〔15〕は、二版では「注釈２」と

して独立させられています。しかし論旨は変わりありません。初版「注釈１」が少し長く

なりすぎたので、二版ではカント批判のところまででいったん切り、あらためて次の話題

を続く命題形式の批判を注釈として別扱いにしたということでしょう（寺沢さんも「二つ

に分けた理由は、長くなりすぎたからだと思う」とどけ言っています。寺沢、前掲書  386）。

独立させられた部分は「存在と無との同一性」を「存在と無とは同一である」という命題

形式を批判するところです。  

 

初版「注釈 1」〔12〕～〔15〕と二版「注釈２」の対応関係の確認  

〔12〕（≒【1】）では、「存在と無とは同一である」という命題形式は、両者が同じであ

ることを述べ、区別を否定しているようだけれども、存在と無を区別されたものとして含

んでいるのだから、自己矛盾的な命題であって、その中に成が現れているのだということ

が言われています。初版ではここは「しかし主題に戻るために、思い出さなければならな

いことは」（1，48）と始まるのが、独立した注釈に格上げされた二版では、「存在と無の
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命題に反感を持たせてしまう理由としては、さらに別のものが挙げられる」（2，77）とい

う言い出しに変わり、全体で 4 個所の加筆があります。ひとつは「つまり強調点はとりわ

け一にして同であることに置かれている。そのためにその意味は区別が否定されているこ

とにあるということであるように見える」（1，49）という二文の間に二版では「それは、

判断においては述語が主語が何であるかを言い表すから、判断一般の場合と同様である」

（2，77）という文が挿入され、命題形式が判断を判断と同義に扱うことが明示され、命

題形式への批判がそのまま判断形式への批判とされるようになっていることだけを注意し

ておきましょう。あとはとりたてて言うほどのことはありません。  

〔13〕（≒【2】）は、「存在と無とは同一である」という命題（＝判断）には成果である

成が含まれているのに、それがこの命題＝判断のかたちでは表現されていないことを批判

する段落です。ここにも細かい削除、文の入れ替え、加筆がありますが、内容的に大きな

変化はありません。叙述が入れ替えられたところだけを紹介しておきます。  

初版：「判断は主語と述語との間の同一的関係である。たとえ主語が述語の規定態より

も多くの規定態を持っているにしても、そしてその限りにおいては主語は述語とは違った

あるものであるのだが、〔判断という形式では〕主語と述語とはただ足し算的に付け加わり

合うだけであって、この述語の主語との同一的関係を揚棄せず、主語は述語の根底及び担

い手であり続ける」（1，49）。 

二版：「判断は主語と述語との間の同一的関係である。その際捨象されていることがあ

る。それは主語が述語の規定態よりも多くの規定態を持っていること、ならびに述語は主

語よりも〔外延が〕広いということである」（2，78）。  

二版ではこの後に初版に対応するものがない段落【3】が２６行にわたって作られてい

ます。それは命題形式の欠陥を補足する内容です。以下にその半分、１４行分を挙げてお

きましょう。  

 

「【3】①思弁的な真理を表現するという目的からみれば、欠陥がさしあたって補わ

れるのは、先にも言われている〈存在と無は同じではない〉という対立する命題が付

け加えられることによってである。②しかしながらそうするとまた別の欠陥が現れて

くる。すなわち、これらの二命題は結び付けられておらず、そのために内容がアンチ

ノミーのかたちでしか叙述されないのである。ところがやはりそれらの内容は一にし

て同じものに関係づけられており、両命題において表現されている諸規定は、端的に

合一されるべきなのである。その場合には〔両命題の〕結合は、同時に相いれないも

のの動揺としてしか、一つの運動としてしか言い表すことのできないものになってし

まう。③思弁的な内実に対して犯されるもっとも普通の不正は、それを一面的なもの

にしてしまうことである。つまり、この内実を解消することのできる両命題の内の一

方だけを取りあげることである。④その場合、この〔一方の〕命題が主張されるとい

うことは否定できない。〔しかしこの命題を〕挙げることは正しいと同時に誤りでも

ある。というのは、いったん思弁的なものから一方の命題が取り出されたならば、少

なくとも同じくらいまた他方の命題も考慮され挙げられなければならないはずだか

らである。」（2，78） 
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この後に続くのは先に（本稿    頁）引用した「統一」という言葉に対する注意が続く

わけです。ヘーゲルの老婆心からの増段と言えそうですが、読者にとっては好ましい親切

な説明だと言っていいでしょう。  

〔14〕は二版では【4】【5】に分けられていますが、それ以外はほとんど変化はありま

せん。まず「成」においては存在と無との区別は存在するが、この区別は「私念された」

区別にすぎないという最初の三文がそのまま【4】となり、しかしこの区別が成り立つと

すればそれは存在と無に即してではなく、この区別を廃する「第三者」である成の中でし

か成り立たない区別であるという以下の部分が【5】となっています。ここを二段に分け

なければならない積極的な理由はちょっと見当たません。強いて言えば、存在と無との区

別を成り立たせる「第三者」として【4】では「私念」（meinen）という単なる主観の形式

があげられたが、【5】では主観的なものは論理学に属さない、といってこの第三者として

「成」を挙げているから、この二つの主観的な第三者と論理学的な第三者をきちんと区別

したかったということでしょうか。【5】での変化は二個所の加筆だけで、一つ挙げれば「存

在と無の区別にあくまで固執する者たちは、いかなる点でその区別が成り立つのかを要求

されることだろう」（2，79）という挑戦的な文句が加えられたくらいです。  

〔15〕（→【6】）は純粋存在と純粋無とを「純粋な光」と「純粋な闇」に例えて、それ

らが区別できないこと、両者が規定しあったときにはじめて規定された存在が現れ、目に

見える世界が成り立つということを述べて、初版では「注釈 1」の二版では「注釈２」の

締めくくりとするところです。ただし二版【6】ではその前に１３行にわたる加筆があり

ますが、存在と無の同一性に反対する人たちに対して「存在と無の定義を立て、それが正

しいということを示してもらいたい」（2，80）という発言であり、初版出版以後なされた

批判に対するヘーゲルの憤懣をあらわすような文章です。  

 

IＶ 

 

全体の概観  

初版の「注釈２」は二版の「注釈３」に対応していますが、先の表を見てもらえれば分

かる通り、その対応は複雑になっていて、多くの叙述が書き加えられ、対応している個所

でも文章が変えられ、場合によってはまったく別の表現で置きかえられているところもあ

ります。だから一読したところまったく別のものになってしまっているかのような感があ

りますが、子細に検討して見ると、「成」の概念を擁護するという同じ目的をもった注釈で

あるということが分かってきます。大きな違いは、二版で初版の〔2〕が分解され、その

間に【5】～【9】という長い叙述が挟まれたこと、初版の〔5〕～〔11〕が削除されたこ

と、二版でこれらの段落との関係がはっきり見えない【12】【13】が置かれたことであり、

その後に〔12〕【14】以下ではっきりした対応関係が再登場するという構造になっていま

す。したがってここでの検討は見かけ上は大きな改変であるこの注釈の同一性を確認する

ことを中心とし、細かい削除・加筆などはいちいち取り上げないことにします。  

なお寺沢さんは「ではなぜＡ版の注解二と三の多くの部分がＢ版では無視されたのであ

ろうか。その理由はよくわからないが、あえて推測するならば、本質論で取り扱われるべ
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きことを先取りして述べている観がなきにしもあらずであるということにあるのかもしれ

ない。Ａ版の注解二と三がＢ版にはない興味ある論述をふくんでいることはたしかである

が、しかしこれらの論述が本質論をまだ読んでいない読者にとってはかなりわかりにくい

であろうことも否定しがたいと思う」（寺沢、前掲書  ３８７）と述べています。私もこの

見方に賛成しますが、部分的にであり、両版が違っている理由はそれだけではないことは

以下で明らかにしていきます。  

 

【1】【2】― 二版で書き加えられた前書き  

  【1】は二版で新しく加えられた長い段落であり、注釈全体の前置きとなっています。

ここでは「成」が存在と無という二契機を存立させる｢第三者｣であることが強調されてい

ます。そして初版出版以降彼の議論に対して加えられた反論を念頭においてなのでしょう、

「成」の概念を否定し・存在と無の移行を拒否しようとする試みを「無益な努力」とのの

しり、しかし「そのために、私もまた、存在も無も真なるものではなくて、成だけが両者

の真理であるということに対して持ち出されているいろいろの非難や反駁を取り上げるの

は控えようと思う」と言い、「論理学をさらに深く学ぶことによってこの粗野な反省の本性

に関する意識を得ることはないし、得たことも無かった」者たちを無視する姿勢を見せて

います。（2，81）―― そして実際にヘーゲルは「いろいろの非難や反駁」をまるで取り

上げないのですが、その代りに、【2】で、「次にまず、存在と無とが互いに切り離され、

一方が他方の領域の外におかれ、その結果そのために移行が否定される場合に生じる若干

の現象について考察しなければならない」（2，81）と述べ、存在と無が「成」の二契機と

して扱われないときにどういう議論になるのかを彼の理論上の先行者を引き合いに出して

説明します。二版でこう付け加えたとき、すぐ後で分かるように、ヘーゲルは初版ではひ

かえていたヤコービの議論への反駁をその中心に据えようと決意しているのです。  

 

〔1〕〔2〕と【3】― 「無規定も規定」という解答とその保留  

  〔1〕の内容は、二版ではこうした前置きの後に、いくらか書き換えられて【3】の一部

（①～⑤）として再登場してきます。ここではパルメニデスが把握したような、徹底して

抽象的に捉えられた「存在」は、まったく「無規定的なもの」であるから、純粋存在から

出て他のものへ「進展する」（Fortgehen）などということは不可能であるかのように思え

る、とまず指摘される。この帰結は、一方では存在＝無という進展を「第二の始元」とし

て登場させるが、他方では存在は無規定的なものであって、他者に依存することはないの

だから、他者である無への移行などということは起ってはならないということでもある。

しかし無への移行が起らないなら、存在は始元であるとともに終わりであることになって

しまう。こういう内容です。  

〔2〕は全部で１１文ありますが、①から⑧までが【3】の⑥から⑫に内容的に対応して

います。ただし、叙述は共通するところの方が少ないくらいで、このような部分は解説す

るよりは原文を示したほうが、かえって分かりやすいでしょう。なお、細かい点で注意す

べきなのは、初版でさかんに使われる「反省」という言葉が、二版では削られたり、「進展」
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（Fortgehen）という言葉で置き換えられたりしていることです。「反省」という言葉を「本

質論」まで温存しておくという二版での傾向が現れているところです。  

 

「〔2〕①存在は〔無に等しいのだから〕自己自身に等しいのではなくて、むしろ端

的に自己に等しくないという先の反省は、〔存在＝終末になってしまうという〕後者

の側面から考察するならば、たしかにその限りでは第二の新しい始元であるが、しか

し同時にそれは別の始元であり、この別の始元によって第一の始元は揚棄されること

になる。②すでに先に注意したように、このことが前進すること一般の真の意味なの

である。③始元であるところのものからの前進とは、哲学においては同時に始元であ

るところのものの源泉への、それの真の始元への背進である。④したがって始元を越

え出てゆく中で同時に新しい始元が始まっているのであり、それとともに第一のもの

は真の始元ではないことが示される。⑤だから、存在を無に等しいと措定する反省は

新しい始元である、というこの側面が認められるのであり、そしてこの側面は、すで

に明らかにされたように、必然的でさえある。⑥だが逆に、この新しい始元は、第一

の始元と同様に、絶対的な始元ではない。というのはそれは第一の始元に関係してい

るからである。⑦しかしこの根拠からいって、第一の始元そのもののうちには、他の

ものがそれに関係しているということが含まれてなければならない。だから第一の始

元は規定されたものでなければならない〔ということになる〕。⑧  ― けれども、第

一の始元は直接的なものであり、まだ端的に無規定的なものである。⑨しかし、まさ

にこの無規定態こそが始元の規定態となるものである。というのも、無規定態は規定

態に対立しており、したがって無規定態は対立させられたものとしてそれ自身が規定

されたもの、言い替えれば否定的なものであり、しかも純粋な否定態であるわけだか

らである。⑩存在がそれ自身にそなえているところのこの無規定態ないしは否定態こ

そが、反省が語っているところのものである。いうのは反省は存在を無に等置するか

らである。⑪ ― 或いは次のように言うこともできる。すなわち、存在は規定を欠い

たものであるから、存在は存在があるところの規定態ではない、したがって存在は存

在ではなく、無なのである、と。」（1，51） 

 

  「【3】〔①～⑤略〕⑥存在からはいかなるものも出現し得ないと同じくらい、また

何かが存在の中に入り込むこともできない。スピノザと同様にパルメニデスにおいて

も、存在あるいは絶対的実体から否定的なもの、有限的なものに進展することは許さ

れない。⑦ところが、それにもかかわらず進展が起こるとすれば、それは先に注意し

たことだが、関係を欠き、したがって進展を欠いた存在からただ外面的なやり方でし

か起こることができないが、その場合この進展は第二の、新しい始元である。⑧だか

ら、フィヒテの絶対的で、無制約的な根本命題〔原則〕、すなわちＡ＝Ａは措定であ

り、第二の根本命題は反措定である。この第二の根本命題は部分的には制約されてお

り、部分的には無制約的なもの（したがって自己における矛盾）であるとされている。

⑨これは外的反省の進展であって、即ちそれは絶対者としてその進展の始元とせられ

たものを再び否定するとともに、――反措定は最初の同一性の否定である――またこ

の進展は同時に第二の無制約的なもの〔反措定〕をすぐさまはっきりと制約されたも
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のにしてしまう。⑩しかし、そもそも前進することに対する権利づけ、すなわち最初

の始元を揚棄することの権利づけがあるとするならば、ある他者がこの最初の始元に

関係することができるということが、この最初の始元そのものもの中にあるというこ

とでなければなるまい。そうすると最初の始元はひとつの規定されたものでなければ

ならないことになる。⑪けれども存在は、あるいはまた絶対的実体も、そういう規定

されたものだとは言われてはいない。むしろその反対である。⑫それは直接的なもの

であり、また端的に無規定的なものである。〔当段落終わり〕」（2，82） 

 

このように、〔2〕では①から⑧で存在から無への移行は「第二の始元」を成り立たせる

が、これが第一の始元を揚棄するとまず言われます。そして次に「前進は背進であるとい

う」すでに始元論で述べた議論を論拠にして第二の始元が肯定される。しかしそうだとす

れば第一の始元は「無規定的」でなければならないはずなのに、「無」という「他のもの」

への関係を含んでいて、「規定されたもの」でなければならないということになる。こう話

は直線的に続いて、そのすぐ後の⑨～⑪で、この始元のパラドクスに対して「無規定的な

ものも規定されたものである」という回答が提起されるという流れになっています。  

【3】では、無規定であるべき第一の始元から規定されたものが出てきようがないとい

う帰結に陥った例として、パルメニデスとともにスピノザが挙げられ、さらにそれでも進

展がなされなければならないとすれば、それは「外的反省」による進展であるとして、フ

ィヒテの知識学が持ち出される。そしてそれに対する反論として、始元そのものの中に他

者への関係の根拠が、つまり始元が規定されたものでなければならないというヘーゲルの

（外的に対するいわば内在的反省の）立場が主張される。しかし始元は無規定的でなけれ

ばならないのだから、ここで初版と同じパラドクスが示されるが、二版ではそれに対する

回答は与えられないまま、この段落は終わってしまいます。〔2〕⑨～⑪の解答編にあたる

部分は二版では６段落後、遠く【10】になってようやく現れてきます。そしてこの問題と

解答の間に、初版の段落を断ち切ってまでして挟まれた６段、３ページ（大全集版）にわ

たる長大な加筆が【4】～【9】のヤコービ批判ということになります。  

 

【4】～【10】― ヤコービ批判と保留された解答の提起  

ヘーゲルはここで突如ヤコービの論文「理性を悟性化する〔理解する〕批判主義の企て

について」（Ueber das Unternehmen des Kriticismus，die Vernunft zu Verstand zu 

bringen）の名を挙げてきます。この論文は１８１６年に出されたヤコービ「全集」（Ｗerke）

の第３巻に収録されており、ヘーゲルもそれを出典としているのですが、初出はラインホ

ルトの１８０１年の「バイトレーゲ」（Beiträgen）の第３分冊です。ヘーゲルがいつこの

論文を読んだかは分かりません。１８１２年に初版を出した時点で読んでいても不思議は

ないわけですから、なぜ１８３１年の彼がすでに古くさいと思っていたこの論文を取り上

げなければならなかったのか、どうしてこれでなければいけなかったのか、その本意はは

っきりとは分かりません。（『エンチュクロペディー』でもヤコービを執拗に取り上げてい

るのを見てみれば、媒介の哲学者ヘーゲルにとって見れば、「直接知」の思想家としてのヤ

コービは、我々が考えている以上にヘーゲルの頭の中では永遠のライバルであったのかも
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しれません。）しかしともかく理論的な展開としては、ここではヤコービは、存在と無を互

いに切り離したために、成というものを捉えることのできなかった哲学の代表例として登

場させられます。  

ヘーゲルの叙述するところによれば、ヤコービはこの論文の中で「カントの自己意識の

ア・プリオーリな総合に対して駁論をするために、抽象的なものからそれより先のものに

進み、そして両者の総合に至ることはできないということについてきわめて雄弁な（だが

もしかしたらもう忘れられてしまっているかもしれない）記述をしている」（2，82）。ヤ

コービは空間、時間、意識を一者（＝純粋存在）と規定し、「いかにしてこれらの無限なも

のから有限なものが生じてくるのか」を問う（【4】）。しかしヘーゲルによればそうした空

間、時間、意識は単なる抽象的な純粋性であり、こうした空虚なものが数多性と多様性を

捉えることができない一者であることは当然である【5】【6】。そしてヘーゲルは【7】で

反駁する。ここはよいまとめになっていますから、全文を引くことにします。  

 

「【7】①この〔空間、時間、意識という抽象が多様なものと自己とを総合すること

が〕不可能だということは同語反復以外の何ものでもない。つまり、私があくまでも

抽象的統一性を固持し、あらゆる数多性と多様性を排除し、区別を欠いたものと無規

定的なものの中にとどまって、いっさいの区別されたものと規定されたものから目を

そらすということである。②カントの自己意識のア・プリオーリな総合、すなわち自

分を分割しながらこの分割の中に自己自身を維持するものであるような統一の活動

はヤコービによってこのような抽象に薄められている。③ヤコービは、カントの〈総

合自体〉、〈根源的判断〉を一面的に〈コプラそのもの〉に変える。―すなわちそれは

〈ある、ある、ある、であって、はじめも終わりもなければ、何が、誰が、どちらが

ということもない。繰り返しをこのように無限に繰り返すことが純粋きわまる総合の

唯一の仕事であり、機能であり、所産である。つまり総合そのものは単なる、純粋な、

絶対的な繰り返しそのものなのである。〉④あるいは実のところ、その中にはいかな

る中断、すなわち否定、区別することもないのだから、総合は繰り返すことではなく

て、無区別の単一な存在にすぎない。⑤  ―だが、このように統一を総合的統一とな

しているところのものをヤコービがまさしく捨て去るとき、いったいそれが総合であ

ると言えるであろうか。」（2，84-85） 

 

そして【8】ではヘーゲルはヤコービの言うような抽象的な空間、時間、意識というも

のはどこにも存在しないと言う。――「その連続性において多様に限定された定在と変化

に満たされていないような空間とか時間とかいったものはない、―すなわち経験的には現

存しない。だからこうした限界や変化は空間性や時間性に不可分に属しているのである。

同様に意識は一定の間隔、表象、欲望等に充ちている。意識は何らかの特殊の内容と離れ

ては現実存在しない」（2，85）。――たしかに意識は空虚な空間、時間、意識というもの

を対象とすることはできるが、そこにとどまるものではなく、具体的な内容にみずからを

駆り立てていくのである。つまりヘーゲルによれば――「空虚な空間等々が経験的に空し

いということを指摘することが、かかわるべき問題なのではない」。そうではなく――「純

粋な空間などの思想、すなわち純粋空間等々が自分自身のもとで空しいものであることが
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示されるべきである。つまり、それ自身がすでに自分の反対のものであるということ、そ

れ自身に即してすでに自分の反対が自分の中に浸透しており、それはすでにそれだけで自

己自身の外に出てしまっているものであり、すなわち規定性であるということが示される

べきなのである」（【9】、2，85）。 

さて、ヘーゲルはこのように、内容を外的に捨象し、その結果できあがった抽象態に固

執して、存在と無との相互移行を否定し、あるいは経験的な多様性と多様の総合の根拠と

の関係を否定する立場をヤコービを例として退けながら、ここで〔4〕⑨～⑪の解答編を

二版ではかなり加筆した上でいよいよ出してきます。これが【10】です。  

 

  「【10】①しかし、こうしたこと〔【9】で述べた課題〕はただちにそれらに即して

明らかになってくる。②ヤコービが十分に描いているように、それらは抽象の結果で

あって、はっきりと無規定的なものとして規定されている。それをその最も単純な形

式に還元すれば、すなわち存在なのである。③しかし、まさしくこの無規定態こそが、

存在の規定態をなすものなのである。というのは、無規定態は規定態に対立するから

である。したがって無規定態は対立するものとしてはそれ自身が規定されたもの、あ

るいは否定的なものであり、しかも純粋な、全く抽象的に否定的なものである。④こ

うして存在が自分自身に即して持っているこのような無規定性または抽象的な否定

こそ、外的な反省並びに内的な反省が語っているものなのである。というのも、そう

した反省は存在を無と等置し、存在とは空虚な思想物であると、無であるとと説明し

ているのだから。⑤ ―あるいはまた次のようにも言うことができる。すなわち存在

は規定を欠いたものである故に、存在は存在がそれであるところの（肯定的な）規定

性ではなく、つまり存在ではなくて、無である、と。」（2，85-86） 

 

〔3〕〔4〕と【11】― 「先取り説明」と「意識論」への言及を削除する  

この後、初版と二版との対応関係が再び現れてきます。〔3〕＋〔4〕と【11】の関係で

すが、ここはいくらか解釈上の問題を引き起こす変更を含んでいます。それを確かめるに

は、両版の叙述をそのまま引いてみるしかありません。  

 

 「〔3〕①したがって自体的には、つまり、本質的な反省においては、移行は直接的

ではない。しかし、この本質的な反省における移行は、まだ隠されている。②ここで

はこの移行の直接態だけが現存している。存在は〔ここではまだ純粋な否定態として

ではなく〕ただ直接的なものとしてだけ措定されているのであるから、無は存在のも

とで〔本質的な反省によって媒介されてでなく〕直接的に表れ出るのである。③より

一層規定された媒介〔本質論的な媒介〕とは、学そのものが、そして学の始元、すな

わち純粋存在がそれによってその定在を持つところの媒介である。④知は純粋思考と

いう境地を獲得しているが、それは知が多重に規定された意識のあらゆる多様性を自

己のうちに揚棄してしまっているということによってである。⑤したがって知の全領

域は、その領域の本質的契機として絶対的な抽象と否定態とを含んでいる。存在、す

なわちこの領域の始元は、この純粋な抽象そのものである。いいかえれば、それは本
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質的には絶対的無としてしか存在しない。  

 〔4〕けれどもこの内化〔想起〕は学の背後にあり、学はそれ自身の内部で、すな

わち本質から、存在の先述した一面的な直接態を媒介されたものして叙述するであろ

う。」（1，51） 

 

始元となる純粋存在は無規定態であるが、しかし無規定態とは規定態に対しては一つの

規定態、「無規定である」と規定されたものであるから、始元も実は規定されていて、媒介

を欠いているわけではない、というのがヘーゲルの論理でした。〔3〕ではこの論理を補強

して、「無規定も規定である」ということが言えるのも、実は存在の背後にまだ隠されてい

る「本質的な反省」がすでに「自体的には」あるからだと述べています。この反省あるい

は媒介は、ここ（つまり「本質論」に対する「存在論」）ではまだ措定されていないから、

存在も、無も、それらの移行も「直接的なもの」として現れる、と言うのですから、この

「本質的な反省」とは「本質論」における反省運動を指していることは間違いまりません。

背後にある媒介過程が「措定される」、つまり媒介運動そのものが媒介されて姿を現すのが

「本質論」だからです。つまりここでは存在を保証するものが本質であるということが先

取り的にはっきり言われているわけです。といってもこれはヘーゲル論理学解釈の上であ

る「本質か概念か」という対立の内、本質派を支持する材料にはなるというものでもあり

ますまい。あくまでもここでは直接性の領域に対して、媒介が「措定された」領域が問題

になっており、それが本質の領域だと言うことは、「本質か概念か」という（不毛な）論争

とは関わりないからです。  

そしてさらに比較論上重要なことには、直接性の背後に媒介が、存在の背後に本質が働

いているというこの論理を保証するものとして、④⑤が言われていることです。「知」と言

われていることからも分かる通り、これは論理学の成り立つ境地を正当化するものが「意

識の経験の学」（『精神現象学』）であるということを示しています。私は以前に「始元論」

の両版を比較したときに、ヘーゲルは「意識経験学から存在学へ」という「二段構え構想」

を二版においては、じっさいには事柄の論理に引かれてであろう、残したままにしたが、

しかし（定説の言うごとく）消し去ろうという意図はあったと指摘しました。初版にこの

④⑤があり、後で見るようにこれが二版では削られたことは、それを補強する証拠となる

でしょう。とにかく初版では論理学成立の場、「純粋思考という境地」が意識論の媒介によ

って正当化され、その後に〔4〕で言われているように、「学はそれ自身の内部で」、つま

り論理的カテゴリーの展開によって、直接態が媒介されたものであることを示すことがで

きるであろうと言われることは重要です。  

ところが、この二段が二版では次のように一段になってあっさりと書き換えられてしま

っています。  

 

 「【11】①この論理学では始元は存在そのものとされたが、こういう始元の純粋な

反省の中では移行してしまっていることはなお隠されている。存在は単に直接的なも

のとして措定されているにすぎないから、無は存在のもとで直接的にしか現れでてこ

ない。②しかしそれに続く規定は、例えばすぐ次は定在であるが、より具体的である。

定在のもとには、あの二つの抽象の矛盾を、それ故に両者の移行を含み生み出すもの
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が、すでに措定されている。③だから、存在が全くの抽象の結果であり、それ故にす

でにそのことからして抽象的な否定性、すなわち無であるということの記憶

〔Erinnerung〕は、上述の単純なもの、直接的なものとしての存在にあっては、学

の背後に押しやられている。学はそれ自身の内部で、はっきりと言えば本質から、こ

の一面的な直接態を媒介されたものとして叙述することになる。そこでは現実存在と

しての存在と、この存在を媒介するもの、すなわち根拠とが措定されることになる。」

（2，86） 

 

まず目につくのは、媒介の措定された領域として指示されているのは本質ではなく「定

在」であるということです。ヘーゲルは二版ではあまり先走った見通しを与える叙述を隠

そうとする傾向、特に直接性を媒介する根拠としての本質への言及を避ける傾向がありま

すが、ここもその一例でしょう。しかしそうでありながら③の最後のほうでは「はっきり

言えば本質から」などとも言ってしまっています。初版のような｢本質的反省｣についての

言及をなくした後では、この一言は完全に浮き上がってしまっており、改訂意図の不徹底

さと不注意が感じられます。  

そしてさらに重大なことは、意識論（「意識経験学」、『精神現象学』）による始元の媒介

という記述を完全に削除してしまったことにより、③の前半の文においてはなぜ「だから」

と言えるのか、「学の背後に押しやられている」と言える根拠が何なのかが分からなくなっ

てしまっていることです。この｢有－無－成｣論においては、二版での改定は望ましいと言

えるものが多いのですが、ここは大きな失敗例だと言っていいでしょう。しかし失敗した

のにはやはりちゃんとした理由があります。それは、｢始元論｣ではいくつか例があった通

り、ヘーゲルが「根拠隠し」をやろうとしたということです。何事かをそう言えるための

根拠を隠してしまうわけですから、そういう場合には、元のものより文章が意味不明瞭な

ものになってしまうのは当然のことでしょう。  

 

〔5〕～〔11〕と【12】【13】― まったく違ったテキスト  

〔5〕から〔11〕までは、二版では消えてしまった文章が続きます。ヘーゲルはこれら

の段落を削って、二版では【12】【13】を置きます。この両グループの関係ははっきりと

は文言からは読み取れません。まったく違った文章なので比較はできないので、それぞれ

を要約しておくことにします。  

〔5〕では、存在が自体的には何であるかが考察されないなら、存在は始まり＝終わり

になってしまい、成（「存在をそれ自身を越えて外に連れ出す反省」）が欠けてしまうから、

存在は空虚なものとなってしまうと言われ、そして〔6〕で、「存在を反省の欠如したもの

であるとするこの主張」を検討してみると、こうして固執された直接的な存在に即しても、

存在が無であり、成となることが示される。そして次の 4 つの展開に続けられます。  

（α）（＝〔7〕）で検討されるのは、この主張が「存在は絶対的なものである」という

命題として提起される場合です。この命題では存在と絶対者は区別されているとともに、

同じであるといわれているのだから、「現存しているのは純粋存在ではなくて、運動であり、

この運動が成なのである」と結論されます。  
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（β）（＝〔８〕〔9〕）では、「純粋存在が絶対的なものとちょうど同じだけのものを意

味する」か、あるいは「純粋存在は絶対的なものの一側面または一部分だけを意味し、こ

の一側面または一部分だけが固執されている」と仮定される。この場合には、存在と絶対

的なものとは違ったものではなく、違いがあるとすれば、前者の場合には「単なる言葉の

違い」であり、後者の場合には「無用な諸部分との結合」でしかない。この事態は「存在

は存在である」と表現されるが、これは「無の語り」（何も語らない）であって、成が「語

り」として現れている、とされています。  

（γ）（＝〔10〕）では、「存在は存在である」から無用の術語が除かれ、「存在がある」

（Das Sein ist）という命題が残されるが、この「ある」によっては存在と別なものが措

定されるわけではないから、この「ある」は無用なものとして除去される。「純粋存在」と

だけ語られるべきだとされる。  

（δ）（＝〔11〕）では、最後に残ったこの「純粋存在」が検討されるが、これはもはや

「自分の意味を主観の中にしか持たない一つの叫び」でしかない。そして「この内的主観

が神聖なもの・永遠のもの・神等々を自己のうちに包括すると称せられる場合には、それ

がより深くかつより豊かであればあるほど、この内的なものは、それが現にそこにあるも

のとしての存在から、すなわちかの内容に対して無であるところの言い表されてた空虚な

存在から、それだけいっそう離れることになる」。こうして存在は「自分の意味と自分の定

在に即して、自己自身からの区別を持つことになる」と言われます。  

この〔5〕から〔11〕の叙述は、直接的に捉えられた存在に即しても、存在の他者が、

すなわち無が、存在のもとに現れることを示そうとしたもののようです。この７段落は二

版では全部捨てられるわけですが、その理由としては、1）説明にしては分かり難い議論

である、2）二版でヤコービ批判を加えたわけだし、これ以上抽象的に受取られた存在を

批判する必要性を感じなくなった、3）命題あるいは判断という形式にあてはめて説明す

ることは「存在－無－成」の関係を述べるものとして不適当である、ということなどが考

えられるでしょう。  

【12】はこの初版の論理と重なっているわけではなりませんが、かといってまったく無

関係であるわけでもないようです。【11】で言われていたように、存在が抽象の結果であ

り、無だといっても、それはそう言うだけでは「人は一切のものを捨象することができ、

そして一切のものが捨象されならば、無だけしか残らないからだ」、という主観的な捨象の

意味に取られてしまう危険があるわけです。初版〔5〕〔6〕では存在を「反省の欠如した

もの」と見なす主張に対する反駁を準備する段落でした。【12】においても存在とは主観

的な反省の捨象の結果、反省がそこから抜け落ちたものが存在だと言われていますから、

批判の対象は重なってはいます。しかし【12】ではこれ以降別の話が展開されていくので

す。つまり、捨象の結果である存在はたしかに無であり、この結果に従えば（中国の老荘

哲学のようにでしょう）、無が始元とされることになる。しかしこうした捨象がしょせん「捨

象することもできる」という外的反省の活動であって、こういう活動においては始元が存

在であろうが無であろうがどうでもよいことになってしまうという話です。これはいわゆ

る神の存在の「宇宙論的証明」の論理に対する批判になってます。――「存在するものす

べてを捨象した結果は、さしあたっては抽象的な存在、存在一般である。それはちょうど、

神の定在の宇宙論的証明において、世界の偶然的存在から出発して、その偶然的な存在を
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そのなかで超越してゆき、それでもなお存在はともなわれて上がってゆき、存在が無限の

存在と規定されるのと同じである。しかし、この純粋存在もまた捨象することができるの

であって、この存在もまたすでに捨象されているすべてのものの中に入れることができる。

すると、残るものは無である。さて、無を思考することを、すなわち無を存在に転倒させ

ることを忘れようとする場合には、言い換えると、それについて知らないでおこうという

場合には、今述べたような〈できる〉という様式で歩みを進めていくことができる。する

と（ありがたいことに！）無もまた捨象されることができる（世界の創造でさえもが無の

捨象であるように）。そしてその場合には、捨象されたのであるから無は残っているのでは

なく、我々はこうして再び存在に到達することになる。―  この〈できる〉が与えるのは抽

象の外的な戯れであり、そこでは抽象そのものが否定的なものの一面的な行いにすぎない。

さしあたってこの〈できる〉ということそのものの中にあるのは、それにとっては存在で

あっても無であってもどちらでもよく、両者のどちらもが消滅するのと同じくらい、また

各々が生起するのである。しかしまた、無の行いから出発すべきか、それとも無から出発

すべきかということも、どちらでもよいことである。無の行い、すなわち単なる抽象作用

が何ら真なるものでない点では単なる無とまったくかわらないのである。」（2，87）。 

【13】ではプラトンの『パルメニデス』における「一者」の弁証法が外的反省だと批判

されます。ヘーゲルの説明ではプラトンの取り上げる「一者は存在する」という命題にお

いては、主語と述語が比較されることによって、「一者」が「存在」よりも多くのものを含

んでいることが明らかになるから、それは「非存在」を含むという論理が紹介されるが、

これが外的反省だと言うのです。命題批判という点で、ここにはわずかながら〔7〕～〔11〕

を思い出させるところがあります。  

以上の話から分かる通り、両版は中身は違ってはいるが、どちらも主観的な捨象行為と

いう外的反省によって存在と無の同一性を理解しようとする立場が批判されていることが

分かります。この意味でこの部分は両版でまたく対応していない、というわけでもなさそ

うです。この後登場する〔12〕と【14】が再び対応関係をとりもどすわけですから、まる

っきり話が違うということはないはずなのですが。  

 

〔12〕～〔14〕と【14】～【16】― 対応関係の復活と変化した議論  

〔12〕≒【14】では、それ以前の受ける諸段落の内容がそれぞれ違うので冒頭部文が二

版で書きかえられているが、内容はほぼ同じです。〔5〕～〔11〕および【12】【13】で検

討されたような直接的に受取られた存在は、――「一つの主観に属している。それは言い

表されたものであり、経験的な定在一般を持ち、したがって制限と否定的なものという地

盤に属している。常識【悟性がどんな表現を用い、どんな言い回しで自己を語るにせよ、

それ】が存在と無との統一に反抗し、かつ同時に、直接に現存しているものに依拠する場

合には、それがこの経験そのもののうちに見いだすのは、規定された存在、制限あるいは

否定的なものを伴った存在、それが退けるまさにあの統一以外の何ものでもない。こうし

て直接的存在の主張は経験的現実存在へと還元される。経験的現実存在が提示されること

を、かの主張は拒否することができない。なぜならそれ〔直接的存在〕は反省の欠如した

直接態【思考の外にある直接態】であり、この直接態にこの主張は依拠しようとしている
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のだから。」（1，53、2，88）  

こうして外的反省によって、存在の抽象性を固持しようと試みても、つまり具体的なも

のを主観的な反省によって捨象して直接的な存在として確立しようとしても、そのような

直接的な存在は主観の中で言い表されたにすぎない存在であって、すぐにそれが抽象した

はずの規定された存在、経験的な定在にまとわりつかれることになり、経験的な世界のな

かにしか存在しないようなものであることが分かる。そうしたものはヘーゲルの言う純粋

存在ではないわけです。  

ヘーゲル研究者の間でも、「純粋存在」というのは哲学者が外的反省によって経験世界

を捨象し、そうした経験的なものの根拠として取り出してきたものだ、という誤解が根強

くあるのですから、こうした注釈を付けることは意義のあることだと言えます。――しか

しそれを説得的に言うためには、なおさら意識論によって純粋存在を正当化するという構

想を隠そうとする先の削除が問われることになるはずです。  

この後に続く段落は、両版とも同じことを「無」の方から「反対の仕方で」考察した段

落になります。まず〔13〕は二版【15】では、段落末に後述する意味を持った一文⑥が加

えられたほかは、三個所に補筆があるだけで、ほとんど変化のない段落です。⑥を除けば、

内容は以下の通り。――「無」もその直接態において捉えられるならば、「存在するもの」

である。無も思考され、表象され、語られる以上、思考、表象、言葉の中に無は存在する。

しかし他方、無そのものにはこの存在が属するわけではなく、思考あるいは表象の働きだ

けがこの存在であるにすぎないとも言われる。だが「こうした区別をする場合には、無が

存在に関係しているということもまた同じく否認できない。しかしたとえこの関係が区別

をも含んでいるとしても、この関係のうちには無の存在との統一が現存しているのである」

（1，53、2，88）。  

〔14〕ではこれを受けて、純粋無はまだ反省規定でないという注意から始まります。つ

まり存在に無が関係しているといっても、それは肯定的なものとして存在するものに対す

る否定的なものという関係ではない。（この注意は、例によって「先走り」を嫌う二版では

消えています。）そうではなくて、純粋無は「存在の純粋な不在、欠如的な無（ nihil 

privativum）」である。しかし無が「存在の不在」にすぎないということは、暗さが目と

の関係の中でしか意味を持たず、肯定的なものである光との比較の中でしかないもの、す

なわち「それだけで自立した存在」をもっていないというように理解されてしまうことに

なる。しかしそれでも言えることは――「こうしたことすべてが意味しているのは、無と

いう抽象がそれ自体で独立的なものであるのではなく、存在への関係のうちでのみ何もの

かであるということ、言いかえれば、…真理態は無と存在との統一だけであるということ、

暗さは光への関係の中でのみ何ものかであり、また逆に存在は無への関係の中でだけ何も

のかであるということに他ならない」（1，53）。―― つまり無が抽象的なものとして理解

されようと、無の中には存在との関係が現れてこざるを得ないというわけであり、初版で

は存在と無は反省規定ではないといいつつ「関係づけられているものの統一が本質的に契

機として関係のうちに含まれているのであり、関係づけられているもののおのおのはその

他者への関係のうちでのみ何ものかである」というような、知っているものならば反省規

定を連想せざるをえないような説明の仕方をしています。そして最後にはなぜか「そのこ

とをもってまさに存在と無との定在への移行が言い表されている」という、いささか唐突
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な言及で「注釈２」が締めくくられます。この定在への移行の話は、二版では消えていま

す。 

これに対応する【15】【16】を見てみましょう。すでに述べたように、【15】は初版とほ

とんど違いはありません。ところが【16】は、〔14〕の文章があちこちで利用されながら、

内容は〔14〕とずいぶん違ってしまっています。〔14〕のテーマはあくまでも「存在と無

との統一」であり、この統一が両者の「関係」として述べられていました。ところが【16】

のテーマはいわば「定在する無」とでも言うべきものなのです。この変化は、〔13〕の最

後にさりげなく付け加えられた一文、先に保留しておいた⑥によって導かれています。―

―「⑥無がどんな仕方で言い表されたり、挙げられたりしようとも、無は〔存在と〕結合

して、あるいはそう言いたければ、存在と触れ合って、現れ、存在と離れずに、まさに定

在というかたちで現れるのである」（2，88）。  

【16】は、この加筆を受けて、この定在としての無においても、通常は定在は無そのも

のに帰属すると考えられるわけではなくて、無は「存在の欠如」と捉えられるとまず言わ

れています。しかし初版では、この「無＝存在の欠如」の中にも存在と無との関係が現れ

るという結論にすぐ移ってしまったのに対して、ここではこの議論にははっきりと皮肉な

態度をとり、そして「無も定在する」という、初版で述べられていた「関係」論より一歩

進んだ議論に入っていきます。  

 

「②闇が光の欠如にすぎず、寒さが暖かさの欠如にすぎないということを、とても

重要な反省であり、すぐれた認識として挙げているのがしばしば見受けられる。③こ

の賢明なる反省については、この経験的諸対象の領野では、経験的に述べておくこと

ができる。すなわち闇が確かに光の中で活動的にその姿を示すのであるが、それは闇

が光を規定して色となし、それによってはじめて光そのものを目に見えるようにする

からであるし、先に述べたように、純粋の光の中では純粋の闇の中と同様に見られる

ことはないからである。④しかし、目に見えるということは目における活動性である

が、その活動性に対してはかの否定的なものも、実在的なもの、肯定的なものと見ら

れている光と同じくらい関与しているのである。同様に寒さは水や我々の感覚などに

とって認識されるのであって、我々がそれにいわゆる客観的実存在を拒もうとしても、

それによって寒さに打ち勝つということはまったくない。⑤しかしさらにまた、こう

とがめることもできるだろう。つまりここでは、上の場合と同様に、一定の内容のあ

る否定的なものについて語っているのであり、無そのものにとどまるわけではなく、

存在は空な抽象である点では無より劣っているわけではなく、優れているわけでもな

いのだ、と。⑥ ―たしかに、寒さとか、闇とか、その他のこういう特定の否定はそ

のままそれだけで見られなければならないし、またそれとともに、それらの普遍的な

規定（それらはこれにしたがってここで持ち出されているのである）に関して何が措

定されているのかを見ることこそ必要である。⑦それらは無一般であるべくもなく、

むしろ光や暖かさなどの、すなわち何か規定されたものの無であり、ある内容の無で

ある。だからそれらは言うならば規定的な、内容を持つ無である。」（2，89） 

 

無が自分の規定態によって、つまり否定の否定によって、肯定的なものになるということ
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は、悟性にとってはパラドクスであろうが、「この見解は単にこういう正当性を持つと言う

にとどまらず、むしろそれらの諸規定の普遍性のために、その無限の広がりと普遍的な適

用とを持つものであって、それだからたしかに注目されなければならないと言うべきであ

ろう」と言ってこの段落は締めくくられます。  

以上のように、〔14〕と【16】は対応する段落といっても、その議論の中身が単なる「存

在と無との不可分の関係」論から「否定の否定」論へ書き換えられたという点で、注目す

べき変化があります。だからここは珍しく両版を同じものとして扱ってはいけない段落に

なっているわけです。  

 

Ｖ 

 

  次に初版の「注釈３」に進みます。この注釈の文言は二版では削除されて消えてしまい

ましたが、内容はに、一つの注釈という独立した地位を奪われ、縮小されていま見てきた

二版の「注釈３」の最終段落にかろうじて残されています。まず抹殺された初版の「注釈

３」の全文を挙げてみましょう。  

 

 「〔1〕①存在は無であり、無は存在である。②単一の命題という形式による思弁的

真理の表現が不完全であることは、すでに注意した。③ここにはさらに「存在は無で

はなく、無は存在ではない」という命題が付け加えられなければなるまい。これらの

命題によって先の命題のうちにはただ現存しているだけである区別もまた表現され

ることになる。④ ―これらの命題は言われるべきものを完全に与えてはいるが、し

かしいかに統合されるべきか、しかもいかに成のうちで統合されているかは与えられ

ていない。  

 〔2〕①ところで、先ほど述べた最初の諸命題のうちに、別の諸思考関係を持ち込

むことができる。②それらは次のように言い表すことができる。  

 存在するところのものは、存在が無であるが故に、無になる。  

 無いところのものは、無が存在であるが故に、或るものになる。  

  ③あるいは直接に、  

 存在するところのものは、それが存在するが故に、なくなる。  

 無いところのものは、それが無いが故に、存在するものになる。  

 〔3〕①「なんらかの或るものは、それが存在しないが故に、存在するものになり、

また存在するものは、それが存在するが故に、消失する」という根拠は、この根拠が

抽象的で空虚であるのに、或るものという場合には具体的で経験的な物という意味で

ある、という理由からしてもう満足できないものに思われる。②先の諸命題が真であ

るのと同じく、〔或るものという〕そのような定在が問題になっている以上、根拠は

単に空虚な存在あるいは非存在、あるいはそれらの空虚な相互関係ではあり得ないの

であって、そうではなく、内容の完全な規定態を保ち、そこから根拠を把握しなけれ

ばならないのである。③根拠の相関一般は、存在と非存在との相互関係のより広い、

より完全な規定である。この相関は、ここで取り上げられているようなこうした関係

には適用されない。なぜならここでの関係はむしろ純粋な、規定を欠いた抽象態とい
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う統一であり、したがって本質的にまだなんら媒介ではないのだから。  

 〔4〕条件の相関が持ってこられるとすれば、存在と非存在との関係は次の諸命題

を与えるであろう。  

 或るものは、それが存在するという条件のもとでのみ、無に移行することができる。 

 そしてそれが存在しないという条件のもとでのみ、存在へと移行することができる。 

 〔5〕①これらの命題は空虚な同語反復である。というのは、そこでは対立したも

のへの移行が想定されているのだから、対立したもの、すなわち存在が在るためには、

存在に対立したもの、すなわち無がある、ということが不可欠だということは確かな

のであるから。②他方、この移行の連関が条件の相関関係へと移される限りでは、そ

れらの本来の統一は廃棄されてしまう。というのは、条件はたしかに条件づけられて

いるものにとっては必然的なものであるが、しかし条件づけられているものを措定す

るものではないからである。はじめに第三のものが付け加わらなければならず、この

第三のものが移行を引き起こすことになる。③したがって条件を介入させることによ

って、存在と無とは相互に押し離されてしまい、両者の外に属する第三のものが、両

者の関係のために要求されることになる。④けれども成はそれぞれの本性自身のうち

にある両者の統一である。存在はそれ自体で自立的に無であり、また無はそれ自体で

自立的に存在なのである。」（1，54-55）  

 

まず〔1〕で、命題形式が思弁的真理を表現するために不適当であるということがあら

ためて述べられ（初版「注釈１」〔13〕で既述）、存在と無の同一性を語る命題に区別を語

る命題を加えても、「成」という統合形態は与えられないことを確認しています。そして次

に、命題という形式で存在と無について語る場合には「別の思考諸関係」で表現すること

ができると言いますが、この「別の思考諸関係」として挙げられているのは、本質論で登

場する「根拠」（Grund）と「条件」（「制約」、Bedingung）です。〔2〕〔3〕では「～であ

るが故に」というかたちで、すなわち「存在が無の根拠」「無が存在の根拠」というかたち

で存在と無の統一が表現されます。しかし「根拠と根拠づけられたもの」との関係という

のは、何らかの内容、規定態を媒介として結び付けられる関係です。例えば、「この家は、

高次が手抜きだったので、倒壊した」という場合には、「手抜き工事」という具体的な内容

が媒介者になって主語と述語とも結びつけられるわけです。〔2〕で挙げられている４つの

命題では、それぞれ存在＝無、無＝存在、存在、そして無が根拠とされています。ところ

が存在も無も、両者の統一も、そもそも根拠となって何事かを媒介にふさわしい内容を持

たない抽象態なのですから、根拠関係は存在と無には適用できないということになります。 

〔4〕〔5〕では「条件」の関係が存在と無の関係を表現するのに適用されていますが、

このかたちでは存在と無が自立したものとして対立させられてしまうし、より重大なこと

は、条件は条件けられているものを措定するものではないということ、つまり条件だけで

は移行は起きないのであって、移行が起るためには別の第三者が必要だという決定的な欠

陥を抱えていることです。貧困が革命の条件だとしても、貧困があるから革命が起きるわ

けではない。しかし成とは存在と無の本性に内在する統一なのであるから、そのような条

件関係をそれに適用するのは間違いだということになるわけです。  

この初版の「注釈３」に対応する二版の「注釈３」の最終段落【17】では、以上の内容
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が次のように圧縮されて述べられています。  

 

 「【17】①なおまだ存在と無との相互の移行の規定に関しては、この移行がまたそ

れ以上の進んだ反省規定を用いることなしに、理解されなければならないものだとい

うことを注意しておきたい。②移行する二契機の抽象性のために、この移行は直接的

であり全く抽象的である。すなわち、この契機のもとにはまだその移行を媒介した他

の契機の規定性はまだ措定されていないから、移行は直接的で全く抽象的である。存

在は本質的には無であるとしても、無はまだ存在のもとでは措定されてはいないし、

また逆に存在もまだ無のもとには措定されていない。③だから、もっと進んだ規定さ

れた媒介をここに適用して、存在と無とを何らかのある相関から把握するということ

は許されない。この移行はまだいかなる相関でもないのである。④それ故に、「無が

存在の根拠である」とか、あるいは「存在は無の根拠である」とか、―「無が存在の

原因である」などと言ったりすることは許されない。あるいは、「無への移行は何か

或るものがあるという条件のもとでのみ起こる」とか、「存在への移行も非存在とい

う条件のもとでのみ起こる」などと言うことも許されない。⑤関係の仕方は、同時に

関係づけられた両面がもっと進んで規定されるのでなければ、それ以上は規定され得

ないものである。⑥根拠と帰結などといった関連は、もはや単なる存在と無をそれが

結合させる両面として持つのではなく、根拠であるところの無と或るものとをはっき

りとその両面として持つものである。この或るものとは、たしかに単に措定されたも

のにすぎず、自立的なものではないが、しかし抽象的な無ではないのである。」（2，

90） 

 

思うに、１８１２年にはヘーゲルは自分の新しい論理学の展開過程を誤解されたくない

という意識が強く、初版の「注釈３」のような独立した項目を立てて説明を試みる必要を

感じていたのかもしれません。しかし１８３１年にはそのような先走った釈明のために注

釈ひとつ分をとる必要はないことを確信できたのでしょう。初版の「注釈 3」の内容は切

りつめられて、二版の「注釈３」の「おまけ」の地位にまで落とされてしまいました。し

かし、一読した分かるように、【17】は初版の「注釈３」の難解な説明にくらべて簡にし

て要を得た文章になっています。これは読者の立場からすれば望ましい書き換えであり、

二版での改変が成功した例の一つだと評価することができるでしょう。  

 

ＶI 

 

初版「注釈４」と二版「注釈 4」は同じ  

初版の「注釈４」（1，55-56）と二版の「注釈４」（2，90-92）は偶然また数字がそろっ

た所ですが、数字ばかりでなく内容的にも、各段落も、文言もまたほぼ一致しています。

ここは「弁証法」（初版では「通常の弁証法」、要するにヘーゲルの弁証法ではなく、「弁証

論」と訳すべき Dialektik のこと）の名のもとに存在と無との統一を否認するような理屈

は、「弁証法」ではなく「詭弁」Sohisterey と呼ばれるべきであり、これに対してヘーゲ
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ルの言う弁証法とは「そのようなまったく分離されているように見えるものが、自己自身

によって、それらがあるところのものによって、互いに移行しあい、前提を自ら揚棄する、

より高度な理性的運動」であって、「存在と無とがそれらの統一、すなわち成をそれらの真

理態として示すのは、存在と無自身の弁証法的内在的な本性」なのだと解説することがこ

の注釈の論旨です。初版から細かい削除、二版での加筆はいくつもありますが、どれも内

容に影響を与えるほどではなく、あくまでも文章を整える範囲内での訂正です。どちらの

版で読んでも大差はないところですから、テキストを引くのはやめておきます。  

 

「３．成の揚棄」への注釈  

さて、最後に本文「３．成の揚棄」につけられたただ一つの注釈が残りました。ここは

Aufheben という言葉の意義を説明するところであって、このヘーゲル哲学における重要

な用語の解説に違いがあるとすれば問題ですから、少し見ておくことにしましょう。  

  〔1〕は「揚棄すること Aufheben と揚棄されたもの Aufgehobene とは、哲学の哲学の

最重要概念の一つ」であって、それらは「無」とは違って「媒介」を現し、「成果」として

「それがそこから出てきた規定を、なお即自的に持っている」と言われる段落です。ここ

では二版の【1】で Aufgehobene の後にカッコして（das Ideelle）と付け加えられ、「そ

れがそこから出てきた規定」の規定 Bestimmung が規定態 Bestimmtheit に書き換えられ、

そして初版ではプンクトで区切られていた③④がセミコロンにされて一文となったという

違いしかありません（1，58、2，94）。  

ところが続く〔2〕と〔3〕は二版ではかなりの加筆をされて上で一つにされて【2】と

されています。しかしこの改変はあくまでも初版の途中に丁寧な説明を加えただけで、論

旨に変更はないということは、以下に構成した比較文を見てもらえれば分かると思います。 

 

 「〔2〕【2】①揚棄する、というのは、言葉においては二重の意味を持っている。す

なわち、保存すること、維持することを意味するが、また【それと同時に】、止めさ

せること、終わりにすることを意味する。②保存する、というのは【それ自身が】す

でに否定的なものを自己のうちに含んでいる。つまり、或るものからその直接態が取

り去られ、それとともに、その或るものを維持するために、外的な諸影響にさらされ

ている定在が取り去られるという否定的な側面を含んでいるのである。③  ―だから、

揚棄されたものとは同時に保存されたものである。そしてこの保存されたものは、そ

の直接態だけは失ってしまったが、しかしだからといって消失してはいないのである。

【④ ―上に述べた揚棄の二つの規定は辞書の上でもこの語の二つの意味として挙げ

られていることだろう。⑤しかしその際、同じ言語が同じ語を対立する二つの規定の

ために使うようになっているというのは、変わったことであるに違いない。⑥思弁的

な思考にとっては、思弁的な意味をそれ自身のもとに持っている語を言葉の中に見い

出すというのは、悦ばしいことである。ドイツ語にはこの類の言葉がいくらかある。

⑦ラテン語の tollere という語の二重の意味（それはキケロの洒落、tollendum esse 

Octavium 〔オクタヴィアヌスを讃えよ／除け〕で有名になったが）はそれほどのも

のではない。肯定的な規定は Emporhaben〔高める〕くらいにしかならない。】｜〔3〕
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①／【2】⑧揚棄されたものをもっと厳密に規定するならば、ここでは或るものが揚

棄されるのは、それが自分と対立するものとの統一に入り込んでしまったその限りに

おいてだけである。それは、このようにより詳しく規定されたときには、一つの反省

されたものであり、【一つの反省されたものとしてこのようにより詳しく規定された

ときには、】契機と呼ばれるにふさわしいものでありうる。【⑨〔テコの場合の〕重さ

と一点からの距離はヘーベルにあっては力学的なモメントと呼ばれているが、それは

重さといったような実在的なものと、単なる空間的な規定である線という観念的なも

のとでは違いがその他にもあるにもかかわらず、それらの作用に同じところがあるた

めである。『エンツュクロペディー』第三版§.261.注を見よ。】〔3〕②／【2】⑩ ―哲

学的な術語が反省された規定のためにラテン語の表現を使用することを押しつけら

れることが依然としてなんとたびたびあることか。【その理由は、ドイツ語がそれを

表す表現を持っていないか、それともこの場合のように、持っているとしても、その

表現が直接的なものを思い出させることが多いのに対して、外来語がむしろ反省され

たものを思い出させることがあるかのどちらかである。】」（1，58、2，94-95） 

 

最後の〔4〕≒【3】はまったく同一の段落だといってよく、わずかに冒頭の文の aber

は二版で削除され、最後に一文が書き加えられたにすぎません。その最後に加筆された一

文がそのままこの段落の趣旨になっています。――「この〔存在と無との〕統一がいまや

両契機の基礎にあり、両契機がこの統一から踏み出して存在と無という抽象的意味になる

ことはもはやないのである」（2，95）。 

こうして叙述は、存在と無との統一のより展開された形態である定在へと進むのです。 

 

VII 

 

では、以上のことから、何が言えるのかをまとめてみることにします。  

１． 本文については初版も二版も同じテキストとして扱っていい。――ただし、①「B．

無」に二版で加筆された「無が現実存在する」という表現されているところ、そし

て ②「成」の「３．成の揚棄」の初版にあって二版で削除された「成は無という

規定における統一」と言われているところだけは、解釈の余地がある。  

２． 「成」の「存在と無との統一」に付けられた「注釈」のうち、「４」を除く部分は

改変部分が大きいところも小さなところも、ほぼ同じ議論として扱ってよい。二版

で改変された部分は、おおむね「改良」であると評価できる。初版にあって二版に

ない議論も、ヘーゲルの考えが変わって捨てられたわけではない。したがって、望

むならヘーゲルの議論として利用できる。――ただし、Ａ．次の点には注意すべき

である。①ヘーゲルが二版では本質論への言及を、極力避けている。②したがって

反省という言葉の使い方も変わっている。初版では主観的反省や外的反省の意味で

も用いられていたのに対し、二版では事柄自体の反省に意識的に限定されている。

③初版「注釈２」／二版「注釈３」の末尾の議論が変わっている。そしてＢ．初版

の「注釈２」〔3〕にあった意識論への言及が二版で削除されたことは（「始元論」

のときと同様）、ヘーゲルの意図を離れて、理論的問題として取り上げることがで
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きる。  

３． その他の「注釈」については、同じテキストとして扱ってよい。  

 

以上が私が「存在－無－成」論の両版を検討した結果、出した結論です。これでテキス

トの異同を気にするという煩わしさから解放されたわけですから、今後はヘーゲルはここ

で提起した理論問題を、「存在」「無」「成」という古今東西の思想家の頭を悩ませてきた概

念を本格的に討議することにしたいと思います。 


